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5007B 5007001 z11001 財務省、

・国有財
産法第２
６条の２
・国有財
産法施
行令第１
５条の３
・昭和４
８年１０
月２３日
蔵理第４
６７６号
「普通財
産の管
理を委
託する
場合の
取り扱い
につい
て」通達

　国有財産については、最
終処分するまでの暫定活用
の一形態として国有財産法
に基づき管理委託を実施し

ているところ。
　同法の趣旨を踏まえ、管
理委託の具体的実施につ
いては、地方公共団体のほ
か、地域福祉の向上の観点
から、不特定多数の利用に
供することを目的として管理
を受託しようとする者で財務
局長が適当と認める者を相

手方としている。

d -

　国有財産については、地域福祉の
向上の観点から不特定多数の利用
に供することを目的として駐車場とし
て管理委託することは現行制度上も

可能である。
  ただし、駐車場利用者を商店街の
買物客に限定するなど、特定の者に
利用させる目的での管理委託はでき
ない等の制度上の制約があることか
ら、管理主体、国有地の利用内容
等、具体的な利用計画を基に所管財
務局・財務事務所に相談されたい。

個人 1 B

自動車の駐車違反の
取締りスピードアップ
に伴う駐車場の開設
に関する提案

駐車場不足が深刻です。臨時的なあ
るいは一時的な駐車場として、国もし
くは自治体所有の未活用空地を「地
元に管理委託」するよう提案します。

未活用空地の対象としては、近隣
に商店街があり、所有者が予算計
画が確定していない土地を、一時
的な駐車場の目的で当該商店団体
に管理委託するという構想です。

実施効果が少なくとも２点あります。そ
の１は、目的である駐車場であり、そ
の２は商店街の活性化です。

具体例として小生の
住まいに隣接する
「ひがし通り商店街
通り」には、車両3～
40台駐車できる都所
有の未活用地があ
り、ただ今１メートル
のススキが面積の
20％ぐらいあり、雑
草地です。都は都市
計画道路の代替地
として所有しているも
のと理解しておりま
す。これを一時駐車
場に活用したいもの
です。他地区の事例
としては、「道路予定
地」としている空地な
ども活用の対象に考
えております。是非
着手を切望します。

5012A 5012001 z11002

総務省、
法務省、
財務省、
厚生労
働省、経
済産業
省、

税理士
法第49
条の６

税理士は、税理士登録を受
けた時に、当然にその登録
を受けた事務所所在地の
税理士会の会員になるとさ

れている。

c Ⅰ

強制入会制は、税理士が、その社会
公共的な使命を達成するためには、
日本税理士会連合会及びその会員
である税理士会が、税理士の義務の
遵守、あるいは税理士業務の改善進
歩に資するために税理士の指導、連
絡及び監督に関する事務を強力に遂
行することが必要との観点から、採

用されたものである。
したがって、強制入会制は税理士が
その職責を果たし、ひいては税理士
制度が国民に信頼されるために必要

であると考えている。

個人 1 A
士業団体の強制入会

制の廃止

弁護士、弁理士、司法書士、税理士、
土地家屋調査士、行政書士、社会保
険労務士等のいわゆる士業団体（日
本弁護士連合会、日本弁理士会等）
の強制入会制を廃止する。

弁護士法、弁理士法等の改正によ
り強制入会制に関連する条文の削

除、変更を行う。

各士業団体においては役職を占める一部の
資格者が自己の利益になるような団体運営
を行っていることが多く、大半の会員にとって
は自由な業務展開を阻害する重大な要因に
なっている。特に、懲戒権限を有する団体の
場合には、報酬の引き下げや顧客の引き抜
きなど競争を招く行為を行う資格者を対象と
して、到底公正とは言えない恣意的な懲戒手
続及び処分すら行われている。これは、競争
を自由化して顧客の利便に資するという昨今
の規制緩和の流れに明らかに反している。ま
た、各士業団体は高額な入会金・月会費を徴
収しているが（例えば弁護士の場合合計月５
万円以上、弁理士の場合月２万円など）、団
体職員は殆ど読まずに捨てられるような文書
の作成・発送業務に追われているのが実情
であり、高額の会費が有効に使われていると
は到底思えない。さらに、士業団体職員の給
与水準は、業務内容から見ればかなり高額
に設定されている。各団体から出されている
強制入会制維持の意見は、団体で役職に就
いている資格者や団体職員の意見を反映し
ているに過ぎず、大多数の会員の声を反映し

ているものではない。

強制入会について
士業団体が会員の
意見を問わない実
例として、２００６年１
０月１１日付で公表
されたアンケート調
査結果について、当
職の所属団体は一
般会員の意見を全く
問うことなくアンケー
トに答えている。強
制入会制は団体職
員、役職者の利権と
なっているため、そ
の是非について会
員に意見を求めたこ
とは、当職の経験上
一度もない。また、
懲戒手続に関する
実例として、当職は
大手特許事務所に
所属する弁理士に
文書で侮辱されたこ
とを理由に当該弁理
士の処分を求めた
が、処分なしとの結
論が出た上に反対
に当職について日本
弁理士会会長名で
懲戒手続が請求さ
れ、弁理士法違反の
事実があったと通知
され、現在処分待ち
の状況である。な
お、上記侮辱は書面
（当職宛書簡及び審
判事件弁駁書）上明

なし

5022A 5022001 z11003

内閣官
房、人事
院、内閣
府、公正
取引委
員会、警
察庁、防
衛庁、金
融庁、総
務省、法
務省、外
務省、財
務省、文
部科学
省、厚生
労働省、
農林水
産省、経
済産業
省、国土
交通省、
環境省

平成14年4月より売掛債権
担保融資保証制度を利用
する場合における譲渡禁止
特約の解除を実施。

b Ⅳ

債権譲渡禁止特約の解除の対象と
なる契約（リース契約等）及び譲渡対
象者（特定目的会社、特定債権等譲
受業者等）について、そのリスク等の
検討を引き続き行い、平成18年度中

の実施を目指している。

社団法
人 第二
地方銀
行協会

1 A

国・地公体等の公的
機関向け金銭債権の
譲渡禁止特約の適用
除外（譲渡先が金融
機関の場合）

民間企業の国・地公体等公的機関向
け金銭債権については、売買契約・
請負契約上、譲渡先が金融機関の場
合は債権譲渡禁止特約の適用除外

とすることを統一化する。

  国・地公体等の公的機関に対する金
銭債権には譲渡禁止特約が付いてい
ることが多く、中小企業の資金調達の
ために売掛債権担保融資を行うに当
たり、承諾等に係る事務手続きや時間
を要することから、中小企業の円滑か
つ機動的な資金調達を阻害している。
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5024A 5024012 z11004

総務省、
財務省、
国土交
通省、

なし

歳入金電子納付システム
は、国民等が行う電子申
請・届出等に伴う手数料等
の電子納付を実現するた
め、各府省の電子申請受付
システムと民間収納インフ
ラとの間で納付情報等を受
け渡すことを目的とする、府
省共同利用型のシステムと
して財務省会計センターに
おいて整備、運用を行って

います。

e -

歳入金電子納付システムは、各府省
の電子申請受付システムと民間収納
インフラとの間で納付情報等

を受け渡すにあたり法人に対する利
用制限をしていることはありません。

社団法
人　日本
自動車
工業会

12 A
手数料電子納付促進
のためのｵﾝﾗｲﾝ申請

ｼｽﾃﾑ更改

現状の税や電気・ガスの公共料金の
取扱いと同じように納付依頼書で金
融機関に業務を依頼できるように更

改等を要望する。
①ｵﾝﾗｲﾝ申請ｼｽﾃﾑ内の手数料情報

画面の更改
　手数料が確定した後にｵﾝﾗｲﾝ申請
ｼｽﾃﾑの手数料情報画面から、手数
料納付依頼書(納付者名称、納付番
号、金額、納付先、金融機関押印欄
等が入った、もの)が出力できるように

して頂きたい。
②財務省歳入金電子納付の取扱い

の呼びかけ
　金融機関に問い合わせた処、ATM
やｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞについては対応
されているとのことであったが、法人
を対象とした財務省歳入金電子納付
は取扱いを行っていないとの回答を
得たことがあり、積極的に取扱うよう
呼びかけを行って頂きたい。

ｵﾝﾗｲﾝ申請には歳入金電子納付
の機能が存在するが、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞ
ﾝｷﾝｸﾞとATMからの振込みが主流
となっており、企業が利用し難い状

況にある。
[例 自動車ﾒｰｶｰでは未だに印紙で
手数料納付している社が多い。]

企業では税や電気・ガスの公共料金を
金融機関から直接振込を行う方法が
一般的であり、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞや
ATMでは納付通知を受ける業務部門
から経理部門への納付依頼、経理部
門から金融機関への納付依頼等が行
なえずに歳入金を電子納付できない状

況にある。

根拠法令な
し

・新規要望

5024A 5024013 z11005 財務省、

関税法
第67条
の２第１
項

関税法
施行令
第59条
の３第１
項第１号
関税法
基本通
達第67
の２－３
－１
海上貨
物通関
情報処
理システ
ムを利
用した海
上貨物
の到着
即時輸
入申告
扱いに
ついて
（関税局
長通達）

【本船扱い】
貨物を輸入しようとする場
合には、関税法第67条の規
定に基づき、税関長に対し
輸入申告が必要とされてお
り、同法第67条の２の規定
に基づき、その輸入申告に
係る貨物を保税地域に入れ
た後にする必要がある。
また、同条ただし書き及び
同法施行令第59条の３の規
定により、輸入申告に係る
貨物が、他の貨物と混載す
ることなく外国貿易船に積
み込んだ状態で税関の検
査を受けることができる場
合で、かつ、当該貨物を保
税地域等に入れることが不
適当と認められる場合に
は、税関長の承認を受け
て、外国貿易船に積み込ん
だままで輸入申告ができる
こととされている。

d -

１．貨物を輸入しようとする場合には、関税
法第67条の規定に基づき、税関長に対し輸
入申告が必要とされており、同法第67条の
２の規定に基づき、その輸入申告に係る貨
物を保税地域に入れた後にする必要があ

る。
２．また、同条ただし書き及び同法施行令第
59条の３の規定により、輸入申告に係る貨
物が、他の貨物と混載することなく外国貿易
船に積み込んだ状態で税関の検査を受け
ることができる場合で、かつ、当該貨物を保
税地域等に入れることが不適当と認められ
る場合には、税関長の承認を受けて、外国
貿易船に積み込んだままで輸入申告ができ

ることとされている。
３．したがって、輸入しようとする完成車が、
貨物の性質、形状等からみて、保税地域等
に搬入することが困難でありかつ、輸入者
に必要以上の負担をかける等適当でない
場合において、税関の検査を行うのに支障
がないと認められる場合には、本船扱いの
対象として、現行制度において適用は可能

である。
４．なお、到着即時輸入許可制度は、ＮＡＣ
ＣＳシステムを利用して予備申告が行われ
るコンテナ貨物に限り利用を認めているとこ
ろであるが、本要望の対象とされている貨
物を積載した船舶に係るＮＡＣＣＳシステム

社団法
人　日本
自動車
工業会

13 A

完成車輸入の本船扱
い通関について

（「到着即時輸入許可
制度の運用」の改善
措置について）

現在、輸出自動車については、関税
局長通達により、所要の条件を満た
すことにより「本船扱い」が認められ

ている。
本制度を輸入自動車にも適用してい
ただき、物流の効率化、コスト削減の
実現を図り、国際競争力を高めたい。
また「本船扱い」の制度適用が認めら
れない場合、本年度制度化予定の
「到着即時輸入許可制度の運用」の
改善措置事項に、対象貨物として完
成車にも拡大適用していただくことを

お願いしたい。

完成車の輸出入には、港頭地区に
広大なエリアを確保することが必要
だが、確保できるエリアは限られて
いるので、出来るだけ効率的な運

用を行う必要がある。

しかしながら、完成車輸入の場合、
関税法の規定により、外国貨物の
通関場所として保税エリアへの搬
入が原則となっており、搬入完了ま
で輸入申告ができないため、効率

的な運用が難しくなる。

１）船側に広大なエリアを確保するの
が現実的に困難なため、輸入通関を
行うため、別の保税地域に搬入すると
いう無駄な動きが生じ、コスト増とな

る。
２）保税地域への移動が完了するま
で、輸入申告出来ず、車両が滞留する
ため、リードタイムが長くなる。

３）保税地域への外国貨物の搬出入に
当っては、保税管理が必要なので、事

務工数が増加する。

関税法（第６
７条の２第１
項ただし書）
関税法施行
令（第５９条
の３第１項第
１号

関税局長通
達（６７の２
－３－１）

・新規要望

5024A 5024014 z11006 財務省、

関税法
第67条
関税法
基本通
達第67
－１－20

【コンテナー扱い】
コンテナー扱いは、適正な
輸出通関を確保しつつ、簡
易・迅速な通関を実現する
との観点から、輸出者の過
去の一定期間に法令違反
がないなど、一定の条件に
合致する場合にコンテナー
に詰めたまま輸出申告する
ことを認める制度であり、輸
出者のコンプライアンス等
に着目した制度であること
から、複数輸出者による貨
物については、その取扱い
を認めていないところ。

c -

コンテナー扱いは、適正な輸出通関
を確保しつつ、簡易・迅速な通関を実
現するとの観点から、過去の一定期
間に法令違反がないなど、一定の条
件に合致した場合にコンテナーに詰
めたまま輸出申告することを認める

制度である。
しかしながら、このような厳格な運用
を行っている現状においても、コンテ
ナー扱いの輸出申告において、申告
外物品の混入等不適正な申告が行
われるケースも見受けられることか
ら、コンテナー扱いが認められる輸出
者とコンテナー扱いが認められない
輸出者の貨物とを同一コンテナーに
詰め込むことを認めることは困難で

ある。

社団法
人　日本
自動車
工業会

14 A

複数輸出者の貨物を
同一ｺﾝﾃﾅで輸出する
際のｺﾝﾃﾅ通関の許

可

同一製造者(ﾒｰｶｰ)の商品またはそ
の製造者所有の貨物を製造者自社
(または委託先)の施設で同一ｺﾝﾃﾅに
ﾊﾞﾆﾝｸﾞする場合には、その商品・貨
物の輸出者数（複数輸出者）に係わ
らず、ｺﾝﾃﾅ通関での申告を許可願い

たい。

自社が輸出者となって出荷するｺﾝ
ﾃﾅ(FCL)に、商社等の貨物（製品は
自社製品）を同ﾊﾞﾝする場合（この
逆もあり）、ｺﾝﾃﾅ通関ではなく、事
前に輸出申告・許可を取得し、その
後ﾊﾞﾆﾝｸﾞ作業を行なっている。

他輸出者との同ﾊﾞﾝが出た場合、通関
業者側で別途出荷管理(ｺﾝﾃﾅを分け
てｺﾝﾃﾅ通関、又は、一つのｺﾝﾃﾅで事
前通関)が必要となり、また、ﾊﾞﾆﾝｸﾞ作
業の現場では、事前通関に対応する
ための保税蔵置場の確保が必要と
なってくるため、円滑な出荷業務が行

なえていない。

関税法第67
条の1

(関税関係基
本通達集：
第1　関税法
基本通達、
第6章　通
関、第1節
一般輸出通
関：“輸出貨
物のｺﾝﾃﾅ扱
い”)

・新規要望
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様式２　全国規制改革及び民間開放要望書

要望
管理番
号

要望事
項管理
番号

分割補
助番号

グルー
プ化番
号

管理
コード

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）
その
他

要望主体

要
望
事
項
番

要
望
種
別
（規

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

5024A 5024015 z11007 財務省、

・コンテ
ナーに関
する通関
条約第３
条、第８
条

・決議第
２４号
・コンテ
ナーに関
する通関
条約及び
国際道路
運送手帳
による担
保の下で
行なう貨
物の国際
運送に関
する通関
条約（ＴＩＲ
条約）の
実施に伴
う関税法
等の特例
に関する
法律第４
条、第８
条

免税コンテナ及びコンテナ
修理用の免税部分品は、そ
の輸入許可日から３ヶ月間
内に、国際運送の用以外に
供し、またはこれに供する
為に譲渡してはならないとさ
れている。ただし、貨物の取
出地から輸出貨物の詰込
地までの国内運送は再輸
出期間内において1回のみ

認められている。

c -

免税コンテナは、コンテナーに関する
通関条約に基づき３ヵ月以内に再輸
出することが条件とされており、ま
た、免税コンテナの国内運送は、コン
テナーに関する通関条約に関する決
議により１回に限り認められている。
また、免税コンテナの再輸出期間を１
年から３年間とすること、国内運送を
１回を超えて行うなど国際輸送以外
の用途に利用する範囲を拡大した場
合、免税コンテナに係る税の確保上
問題があり、更に、過去に免税コンテ
ナを不正に改造し密輸出入に利用さ
れたこともあり取締り上の支障もある
ことから、現行の取扱いを緩和するこ

とは困難である。

社団法
人　日本
自動車
工業会

15 A
コンテナの国内輸送
利用における許可条

件の緩和

ＥＣＤへ向かう（デバン後の）空コンテ
ナ、ＥＣＤから搬送されて来る空コン
テナを問わず、空コンテナの国内貨
物輸送の許可内容（期間）を緩和す

る。
①空コンテナと動線（ｆｒｏｍ、ｔｏ）が類
似し、常に同じルート②貨物が常に
同一③荷の発送人と受取り人が常に
同一　などの繰り返しの輸送内容の
場合、これまでの輸送都度の届出・
許可から、１～３年の期間許可として

もらいたい。
　コンテナは、非常に大きな積載能力
があり、空の状態で移動することは、
輸送能力を無駄にすることであり、Ｃ
Ｏ２を必要以上に排出する結果となっ
ている。国際条約上の制約があるの
であれば、地球温暖化対策の観点か

らも、調整解決願いたい。

免税コンテナ及びコンテナ修理用
の免税部分品は、その輸入許可日
から３ヶ月間内に、国際運送の用
以外に供し、またはこれに供する為
に譲渡してはならないとされてい

る。

貨物を詰めて輸入された免税コンテナ
がその貨物の取り出し地から輸出貨
物の積み込み地までの通常の経路に
より運送される間において、国内運送
の用に供されるときは、その国内運送
が再輸出期間内において１回限りと決
められており、また、あらかじめ税関長
に届け出る必要がある。（用途外使用

の届出）

コンテナ通
関条約等特
例法 第４条

・新規要望
・当会重点要望項目

5024A 5024016 z11008 財務省、

関税法
第７条、
第67条、
第72条
関税法
施行令
第４条
関税法
基本通
達７－
８、７－
10

関税定
率法第４
条から
第４条の
８

消費税
法第28
条

貨物を輸入しようとする者は、当
該貨物の輸入後の用途を問わ
ず、たとえ輸入後に廃棄される
場合であっても、当該貨物の価
格（課税標準となるべき価格）等
必要な事項を税関長に申告し、
貨物につき必要な検査を経て、
その許可を受けなければなら
ず、関税等を納付すべき貨物に
ついては、関税等の納付後に輸
入の許可がなされることとなる。
また、輸入貨物に係る関税の課
税標準となるべき価格は関税定
率法第４条から第４条の８までの
規定により計算されることとなっ
ているが、無償貨物等同法第４
条第１項の規定により課税価格
を計算することができず、同法第
４条の２から第４条の６の規定の
いずれかにより課税価格を計算
する場合には、原則として、当該
課税価格の計算の基礎及びこ
れに関連する事項を記載した評
価申告書を提出することとされて

いる。
　なお、輸入貨物には、関税に加
え消費税も課されることとなって
おり、輸入貨物に係る消費税の

f -

課税標準となるべき価格の申告を省
略することで免税を要望するものであ
れば、税制改正要望となっており、規

制緩和にあたらない。
なお、関税定率法第４条第１項の規
定により課税価格の計算ができず、
同法第４条の２から第４条の６の規定
のいずれかにより課税価格を計算す
る場合には、上述のとおり、原則とし
て、評価申告書を提出することとされ
ているが、乗用車やその部分品等の
関税無税品については当該申告書
の提出を省略できることとしており、
申告者の事務負担の軽減を図ってい

るところである。

社団法
人　日本
自動車
工業会

16 A
特殊な輸入貨物に係
る課税価格の決定

輸入後に廃棄される事が前提の貨物
については、物品に関する評価額設
定を省略するよう、追記したい。
（当然、後日　廃棄証明等の提出を
行う、あるいは、事前申請を行うこと

を考慮する）

海外市場で流通または、使用に供
していた部品・製品について、市場
からのクレームにより、事象解析の
必要性にもとづき、輸入をするが、
解析実施後は廃棄処分とするた
め、固定資産計上も行っていない
が、現状の関税定率法にもとづい
て、むりやり課税評価額設定を行っ

ている。

解析後、廃棄処分となるため、課税評
価額設定に時間を使うことが、大きな
ロスとなっている。更に、固定資産価
値もなく、消費も発生していないにもか
かわらず、一時的ではあるにしろ、消
費税支払い処理が発生していること
に、企業運営上のロスとなっている。

関税定率法
基本通達４
の４－１

・新規要望
・当会重点要望項目

5030A 5030001 z11009 財務省、

関税法
第４条第
１項第２
号

関税の課税物件確定の時
期は、原則的には輸入申告
時であるが、保税工場にお
ける保税作業による製品で
ある場合には、保税工場に
置くこと又は保税作業に使
用することが承認された時
（本件の場合、豚肉原料に
ついてこれらの承認を受け
た時）とされている。

なお、関税の機能の一つに
は国内産業の保護があり、
豚肉の関税については、国
内養豚農家の保護と需要
者の利益とのバランスを図
る仕組みとして、差額関税
制度が設けられている。

f -

提案内容は、保税工場における保税
作業に係る製品を輸入する場合には
当該作業前の原料の時点の貨物の
性質及び数量により課税されるとこ
ろ、本件については製品に対する関
税率よりも原料に対する関税率が高
いことから、保税作業後の製品の時
点の貨物の性質及び数量により課税
することで、関税額が軽減されること
を求めるものであり、「税の減免等に
関するもの」に当たり、規制改革には

当たらない。
　なお、本件提案は「税制上の明らか
な制度矛盾の解消を求めるもの」とさ
れているが、関税法第４条第１項第２
号の規定は、国内産業保護等の目
的により輸入貨物に設定されている
関税について、その貨物が本邦に到
着した後に、保税作業が行われるこ
とで上記の目的が実質的に失われる
ことがないように原料時点の貨物の
性質及び数量で課税することとしてい
るものであり、制度矛盾はないものと

考えられる。

民間企
業

1 A
ポークソーセージの
税制に係る規制改革

要望

保税加工工場より国内へポークソー
セージ製品を引き取る場合には、
ポークソーセージ製品をいったん国
外に輸出し、再度同じ製品を輸入し
たものと見なし、国外から輸入される
ポークソーセージと同様の定率関税

を適用する。

保税加工工場で製造されたポーク
ソーセージを直接国内に引き取る
場合には、原料に対する差額関税
が適用されるが、いったん海外に
輸出し、同じ製品を再度輸入すれ
ば定率関税が適用される。そこで、
保税加工工場で製造されたポーク
ソーセージについては、工場におい
て輸出許可を受けたことをもって、
これを関税法第２条第１項第２号に
定める「輸出」があったものと見な
し、引き続き同製品の輸入許可を
受けることができるようにする。
このことにより、国内製品と海外製
品の価格差が解消し、中小メー
カーの競争力を高めることが可能

となる。

海外製のポークソーセージは１０％定
率関税にて輸入できる一方、国内製
ポークソーセージの豚肉原料は差額
関税により原料価格が固定されてい
る。このような状況下にあって国内製
品と海外製品との価格差が著しく生
じ、国内の中小零細生産メーカーの
シェアーは海外製品に浸食されている
のが現状です。国内製製品の競争力
の低下はひとえにソーセージ用原料価
格の高騰に起因するもので、ひいては
差額関税制度による原料の内外格差
が競争の足枷になっているのでありま
す。そこで、国内製ポークソーセージに
ついても輸入ソーセージと同様の条件
下に機会均等を図ることを提案理由と

します。
なお、当該提案は税制上の明らかな
制度矛盾の解消を求めるものであり、
単なる税の減免を求めるものではな
く、この点を踏まえた回答をお願いした

い。

関税法第２
条第１項第２

号
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要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

5051A 5051016 1 G46 z11010
警察庁、
財務省、

関税法
基本通
達第67
－１－20

【コンテナー扱い】
適正な輸出通関を確保しつ
つ、簡易・迅速な通関を実
現するとの観点から、過去
の一定期間に法令違反が
ないなど、一定の条件に合
致する場合にコンテナーに
詰めたまま輸出申告するこ
とを認める制度である。

対応
策
４：c

対応
策４
以
外：d

-

１．道路運送車両法の改正により、平成17年７月から中古
自動車を輸出する場合には、輸出抹消仮登録証明書等の
原本の提示が義務付けられているが、税関は当該提示さ
れた証明書等の原本と現車との対査確認を実施しており、
これを含め、盗難自動車の不正輸出の取締りを強化してい

るところである。
２．また、税関においても、盗難自動車の不正輸出に対す
る水際取締りを更に強化し効率化するため、上記道路運送
車両法の改正による手続きの変更に合わせ、中古自動車
の輸出に係る審査・検査を業務通関に一本化し、厳格に運

用しているところである。
３．税関では、従来より、不正輸出入の危険性の高い貨物
（ハイリスク貨物）と低い貨物（ローリスク貨物）を選別した
上、ハイリスク貨物に対しては重点的な審査・検査を行って
いる。また、貨物をコンテナーに詰めた後に輸出申告し許
可を受ける輸出貨物のコンテナー扱いについては、盗難自
動車を含め、不正輸出を防止する観点から、過去に関税法
等の違反や税関の審査・検査により法令の規定に従ってい
ない者はコンテナー扱いを認めないこととするとともに、コ
ンテナーを開披することなく検査できるコンテナー貨物大型
Ｘ線検査装置等による検査を実施するなど、輸出申告時に
コンテナー内貨物の現物確認を強化しているところである。
４．なお、第３者証明機関の協力については、既に、コンテ
ナー貨物の輸出に際し公認検数検定機関の証明書等が輸
出申告書に添付されている場合には、税関としても参考と
しているところである。ただし、第３者機関による検査等の
結果については、公益法人が行っている検査等の結果を
許認可等の条件とすることを禁止する閣議決定（公益法人
に対する検査等の委託等に関する基準（平成８年９月20
日））がなされたことなどを踏まえ、この取扱いを変更し、上
述したように公認検数検定機関によるコンテナー貨物の内
容に関する証明を税関における審査・検査の参考とするに
止めることとしたものであり、従前の取扱いに改めることは

考えていない。
５．いずれにせよ、税関としては、公認検数検定機関等の
第３者証明機関とも協力しつつ、盗難自動車の不正輸出の

取締りを積極的に行ってまいりたい

（社）日
本損害
保険協
会

16 A
自動車盗難対策の強

化
①税関または第三者証明機関による
コンテナー内貨物の現物確認の強化

中古車の不正輸出や不正流通の
ルートに対する対策を実施すること
で、我が国における自動車盗難を
減少させ、約1000億円を超えると
推定される社会的損失や二次犯罪
の発生を抑える効果が期待される

　自動車盗難の現状を概観すると、2005年(暦年)
の自動車盗難件数は前年比20.4％減の46,728件
となり、6年ぶりに50,000件を下回った。この減少
傾向は2006年も続いているものの、銀行強盗など
の二次犯罪に盗難自動車が利用されるなど、自
動車盗難は依然として重大な社会問題であると

考えている。
　また、昨今の検挙事案から組織化された窃盗団
が数百台から千台の自動車を盗み、数億から十
数億円相当の不正な利益を上げている実態が報
告されている。今後、自動車盗難対策の手を緩め
れば、再び、盗難件数が反転するなど、現状にお
いても楽観はできないものと考えている。

　このような状況の中で、盗難自動車や車上ねら
いで盗まれたカーナビゲーションシステム、カース
テレオの流通を阻止する取組みは、盗品を資金
化するルートを遮断することとなり、有効な自動車

盗難対策であると考えている。

１．2005年7月1日から実施された①中古自動車
にかかる旅具通関の廃止、②輸出抹消仮登録証
明書等の原本提示の義務付けおよび税関におけ
る証明書等の原本と現車との対査確認の実施に
より、盗難自動車の不正輸出が困難となり、自動
車盗難件数の減少に大きく寄与したものと考えて
いる。このような不正輸出手段の絞込みは有効な
対策ではあるが、窃盗団はよりチェックがゆるい
輸出の手段を用いて盗難自動車の不正輸出を繰
り返すことが想定され、今後はコンテナー通関に
対する確認の強化が課題となると考えている。
盗難自動車をコンテナーに積み込んで不正に

①関税法基本通達67-1-
20（輸出貨物コンテナー扱

い）

【要望理由の続き】
２．インターネットオーク
ションに、車検証が備わっ
ていなかったり、車台番号
のない自動車が出品され
ていることがある。インター
ネットオークションは不特
定多数の個人が取引を
行っており、売買の主体が
見えにくいシステムであ
る。そういったことからも、
盗難自動車やカーナビ
ゲーションシステムなどの
盗品の不正流通経路とし
てインターネットオークショ
ンを利用するケースが今
後増加してくることが予想

される。
　そういった状況の中でイ
ンターネットオークション事
業者がサイトに盗品が混
入しないように管理を強化
し、盗品の流通を阻止する
ことは事業者の責任として
必須であると考えている。
　警察庁では、古物営業法
第２１条の３の規定により、
古物競りあっせん業者に
対して、盗難自動車の流
通防止のため、インター
ネットオークションサイトの
運用を改善するよう指導さ
れていると聞いているが、
盗難車や盗品がインター
ネットオークションで流通さ
れないような手段を講じる
必要がある。そういった観
点から、オークション事業
者が盗品の申告義務に対
して違反した場合には行政
処分・罰則を制度化するな
どしてオークション事業者

5054A 5054039 z11011 財務省、

たばこ事
業法第
22条、23
条

たばこ事
業法施
行規則
20条
平成10
年３月大
蔵省告
示第74
号

たばこ事業法及び同施行令
において、たばこ小売販売
業免許の取得には距離規
制がある。例えば、予定営
業所と最寄の営業所との距
離が、予定営業所の所在地
の区分ごとに、25ｍから300
ｍまでの範囲内で財務大臣
が定める距離に達していな
い場合は「不許可」とするこ

とができる。

c -

１．たばこ小売販売業の許可制及びその許可基準である距離基準
については、たばこ専売制度を廃止する際に、仮に距離基準を廃
止した場合には、販売店の激増・乱立による流通秩序の激変が生
じ、これにより、大部分が零細者である小売業者に深刻な影響が
及ぶおそれが大きいことから、距離基準を維持することが不可欠で

あるとされたものである。

２．現在においても、小売販売業者の大半が零細者（注）であり、年
間約4千件（17年度実績）の不許可理由のほとんどが「距離不足」
であることを考慮すれば、距離基準は現在においても許可制の根
幹をなすものとなっており、仮に距離基準を廃止した場合には実質
的に、許可制の意義自体が失われることとなるため、適当ではな

い。
　（注）平成15年度たばこ小売販売業経営実態調査結果（財務省）
によれば、店舗経営者のうち60歳以上の割合が約56％、１カ月当
たりのたばこの粗利益額10万円未満の店舗が全体の約53％と

なっている。

３．また、許可制及び距離基準は、販売店の激増・乱立を防ぐこと
を通じ、未成年者喫煙防止の社会的要請や、諸外国において深刻
な社会問題となっている不正取引（密輸品・偽造品の流通）の防止
に一定の役割を果たしていること及びたばこが健康に対してリスク
のある嗜好品であるという商品特性を考慮すると、「顧客ニーズ」
のみの観点から規制緩和を検討することは適当ではない。

４．なお、我が国が平成16年6月に締結した、たばこの規制に関す
る世界保健機関枠組条約第15条７においては、「締約国は、不法
な取引を防止することを目的としてたばこ製品の生産及び流通を
管理し又は規制するため、更にとるべき措置（適当な場合には、許
可制度を含む。）を採択し及び実施するよう努める。」とされている
ところであり、流通規制の緩和を検討するに当たっては、このような
たばこ規制に関する国際的な情勢も考慮する必要があると考えら
れ、この点から見ても、許可制及びその根幹をなす距離基準を撤

廃することは適当ではない。

（社）日
本経済
団体連
合会

39 A
たばこ販売の免許取
得に関する距離規制

の見直し

たばこ販売の許可申請における距離
規制を撤廃すべきである。

(*)
免許を取得した小売販売事業者が
対人販売による年齢確認などの責
務を果たせば十分に達成できる問
題であり、免許取得に距離規制の
撤廃が、不正取引や未成年喫煙に

つながるわけではない。

たばこ小売販売業免許の取得に様々
な条件が付されているため、小売販売
業者が顧客サービスの充実を図るに
十分な品揃えを行えない状況になって
いる。例えば、営業時間が短い小売店
の近くにあるコンビニエンスストアはた
ばこ小売販売免許を取得できないこと
から、当該たばこ小売店舗の営業時
間外にたばこを購入したいとする顧客
のニーズを満たすことができない。
「『全国規模の規制改革・民間開放要
望』に対する各省庁からの回答につい
て（平成18年７月26日）」では「距離基
準が廃止された場合には、小売業者
の大幅な増加は避け難いのみならず、
申請件数も急増するものと考えられ
る」と回答しており、強い顧客ニーズが
あることを認めている。その一方で、上
記回答では距離基準の意義を「大部
分が零細者である小売業者に深刻な
影響が及ぶ恐れが大きいことから、距
離基準を維持することが不可欠である
とされたもの」としており、距離基準を
維持して消費者ニーズに応えようとし
ない ｢全国規模の規制改革・民間開

たばこ事業
法第22条、
23条

たばこ事業
法施行規則
20条

たばこ事業法及び同
施行令において、た
ばこ小売販売業免
許の取得には距離
規制がある。例え
ば、予定営業所と最
寄の営業所との距
離が、予定営業所の
所在地の区分ごと
に、25ｍから300ｍま
での範囲内で財務
大臣が定める距離
に達していない場合
は「不許可」となる。

5054A 5054067 1 G46 z11010
警察庁、
財務省、

関税法
基本通
達第67
－１－20

【コンテナー扱い】
適正な輸出通関を確保しつ
つ、簡易・迅速な通関を実
現するとの観点から、過去
の一定期間に法令違反が
ないなど、一定の条件に合
致する場合にコンテナーに
詰めたまま輸出申告するこ
とを認める制度である。

対応
策
４：c

対応
策４
以
外：d

-

道路運送車両法の改正により、平成 年 月から中古
自動車を輸出する場合には、輸出抹消仮登録証明書等の
原本の提示が義務付けられているが、税関は当該提示さ
れた証明書等の原本と現車との対査確認を実施しており、
これを含め、盗難自動車の不正輸出の取締りを強化してい

るところである。
２．また、税関においても、盗難自動車の不正輸出に対す
る水際取締りを更に強化し効率化するため、上記道路運送
車両法の改正による手続きの変更に合わせ、中古自動車
の輸出に係る審査・検査を業務通関に一本化し、厳格に運

用しているところである。
３．税関では、従来より、不正輸出入の危険性の高い貨物
（ハイリスク貨物）と低い貨物（ローリスク貨物）を選別した
上、ハイリスク貨物に対しては重点的な審査・検査を行って
いる。また、貨物をコンテナーに詰めた後に輸出申告し許
可を受ける輸出貨物のコンテナー扱いについては、盗難自
動車を含め、不正輸出を防止する観点から、過去に関税法
等の違反や税関の審査・検査により法令の規定に従ってい
ない者はコンテナー扱いを認めないこととするとともに、コ
ンテナーを開披することなく検査できるコンテナー貨物大型
Ｘ線検査装置等による検査を実施するなど、輸出申告時に
コンテナー内貨物の現物確認を強化しているところである。
４．なお、第３者証明機関の協力については、既に、コンテ
ナー貨物の輸出に際し公認検数検定機関の証明書等が輸
出申告書に添付されている場合には、税関としても参考と
しているところである。ただし、第３者機関による検査等の
結果については、公益法人が行っている検査等の結果を
許認可等の条件とすることを禁止する閣議決定（公益法人
に対する検査等の委託等に関する基準（平成８年９月20
日））がなされたことなどを踏まえ、この取扱いを変更し、上
述したように公認検数検定機関によるコンテナー貨物の内
容に関する証明を税関における審査・検査の参考とするに
止めることとしたものであり、従前の取扱いに改めることは

考えていない。
５．いずれにせよ、税関としては、公認検数検定機関等の
第３者証明機関とも協力しつつ、盗難自動車の不正輸出の

取締りを積極的に行ってまいりたい。

（社）日
本経済
団体連
合会

67 Ａ
自動車盗難対策の強

化

自動車盗難を減少させるべく、中古
車の不正流通を阻止する対策を実施

すべきである。
①税関または第三者証明機関による
コンテナー内貨物の現物確認の強化

自動車盗難の現状を概観すると、2005年(暦年)の自動車盗難件数は
前年比20.4％減の46,728件となり、6年ぶりに50,000件を下回った。こ
の減少傾向は2006年も続いているものの、銀行強盗などの二次犯罪
に盗難自動車が利用されるなど、自動車盗難は依然として重大な社
会問題である。また、昨今の検挙事案から組織化された窃盗団が数
百台から千台の自動車を盗み、数億から十数億円相当の不正な利
益を上げている実態が報告されている。今後、自動車盗難対策の手
を緩めれば、再び盗難件数が反転するなど楽観できない。盗難自動
車や車上ねらいで盗まれたカーナビゲーションシステム、カーステレ
オの流通を阻止する取組みは、盗品を資金化するルートを遮断する

こととなり、有効な自動車盗難対策である。
(1) 2005年7月1日から①中古自動車にかかる旅具通関の廃止、②輸
出抹消仮登録証明書等の原本提示の義務付けおよび税関における
証明書等の原本と現車との対査確認の実施により、盗難自動車の不
正輸出が困難となり、自動車盗難件数の減少に大きく寄与したと考
えている。このような不正輸出手段の絞込みは有効な対策ではある
が、窃盗団はよりチェックがゆるい輸出の手段を用いて盗難自動車
の不正輸出を繰り返すことが想定され、今後はコンテナー通関対す
る確認の強化が課題となる対策を怠れば、盗難自動車の主たる不正
輸出の手段として、コンテナ輸出が利用されることが懸念され、コン
テナ内に盗難自動車が紛れ込んでいないか厳重に確認することが必

要であると考える。
(2) インターネットオークションに、車検証が備わっていなかったり、車
台番号のない自動車が出品されていることがある。インターネット
オークションは不特定多数の個人が取引を行っており、売買の主体
が見えにくいシステムであり、盗難自動車やカーナビゲーションシス
テム等の盗品の不正流通経路として利用するケースの増加が予想さ
れる。そのため、事業者がサイトに盗品が混入しないように管理を強
化し盗品の流通を阻止することは、事業者の責任として必須である。
警察庁では、古物営業法第２１条の３の規定により、古物競りあっせ
ん業者に対して、盗難自動車の流通防止のため、インターネットオー
クションサイトの運用を改善するよう指導されていると聞いているが、
盗難車や盗品がインターネットオークションで流通されないような手段
を講じる必要がある。そういった観点から、オークション事業者が盗
た場合には行政処分・罰則を制度化するなどしてオークション事業者の
出や不正流通のルートに対する対策を実施することで、我が国における
億円を超えると推定される社会的損失や二次犯罪の発生を抑える効果

①関税法基
本通達67-
1-20

①道路運送車両法
の改正により、2005
年7月から中古車輸
出時には輸出抹消
仮登録証明書を取
得するか、一時抹消
中の車については
輸出予定届出書を
取得し、税関におい
て輸出時にそれらを
確認することとなっ

た。
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望
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5054A 5054069 z11013 財務省、

関税法
第67条
の３、67
条の４
関税法
施行令
第59条
の６
関税法
施行規
則第９条
関税法
基本通
達67の３
－１、67
の３－７

特定輸出申告制度は、他の
荷主の貨物と混載された貨
物は対象外としている。
特定輸出申告制度は、その
申告に係る貨物が置かれ
た場所を所管する税関官署
の長に対して行う必要があ
り、移動中の貨物について
は、当該申告は行えないこ

とになっている。
特定輸出者の承認申請に
おいては、法令遵守規則
（コンプライアンスプログラ
ム）を定めていることが要件

となっている。

対応
策
１：b

対応
策
２：d

対応
策
１：
Ⅰ

対応
策
２：
―

１．特定輸出申告制度については、
本年３月に導入したところであるが、
今後、同制度の運用状況等を見極め
ながら、利用者の利便性の向上と的
確な制度運用の確保とを勘案しつ
つ、必要に応じた見直しを検討してい
るところであり、具体的な改善策につ
いては、現在、関税・外国為替等審
議会関税分科会において、審議中で

ある。
２．なお、税関に提出する法令遵守規
則（コンプライアンス・プログラム）は、
他の制度におけるコンプライアンス・
プログラムと共通化できる部分につ
いては、これを可能な限り共通化する
ことに努めており、税関における取締
り等の要請から必要な項目に限り、
独自の規定を設けて頂くようにしてい

る。

（社）日
本経済
団体連
合会

69 Ａ
特定輸出申告制度の

改善

　特定輸出申告制度により多くの荷
主が参加できるよう、以下のようにす

べきである。
①混載貨物に特定輸出申告制度の

対象とすべきである。
②申告の時期について輸出者が柔
軟に選択できるようにすべきである。
③積込港を管轄する税関官署への
申告も可能とすべきである。

④輸出業務に係るコンプライアンスプ
ログラムの一本化を図るべきである。

(*)
　通関地の拡散は、導入当初は輸出者の
製品知識や法令準拠のノウハウを持たな
い業者が通関を行うため、事故リスクが
生じることが危惧される。従い、積込港を
管轄する税関官署へも特定輸出申告が
可能となるよう今後検討されたい。

④すでに多くの輸出企業は、経済産業省
の安全保障貿易管理関連社内C/P（以下
輸出管理C/P）を整備・実施しているが、
企業毎に輸出管理C/P体制の内容は
様々である。このため、中には新制度に
対応するため二重にC/Pを整備せざるを
得ないとする企業もある。新制度のみな
らず、国土交通省の特定荷主／特定フォ
ワーダー制度など、セキュリティ強化と物
流効率化を両立させるための種々の措
置が計画されていることから、C/P要件が
多重にかからないよう、輸出業務に係る
C/Pの一本化、あるいは荷主から物流事
業者までを含めた総合的な管理政策を構

築する必要がある。

①集合梱包されシッピングマークが貼付され
た貨物は他社貨物と明確に識別可能であり、
また、顧客に届けられるまで梱包は解かれる
こともなく荷姿も変更されないことから、新制
度の申告単位をシッピングマークが貼付され
た集合梱包貨物として混載貨物を適用対象
としても、特定輸出貨物の管理上支障はな

い。
②包括事前審査制度にあっては、輸出貨物
をCYに搬入後に申告する。殆どの場合、申
告後極めて短時間のうちに区分１で許可され
る。新制度では、自社施設を含め保税地域外
からの申告が可能となるが、包括事前審査
制度以上の効率性を実現するために、自社
施設からCYに至る保税地域外での業務プロ
セスの中で、輸出者が柔軟に申告の時期を

選択できるよう運用されたい。
③貨物が蔵置されている場所を管轄する税
関官署に提出することとされているが、各地
に点在する事業所の各々に対応する通関拠
点を整備・利用・委託等することは業務集約
化に反することになり、工数・コスト増加につ

ながることが予想される。　(*)

関税法第67
条3～11
同施行令第
59条の6
同施行規則
第9条

　2006年3月より特定輸出
申告制度が措置された。こ
の制度は、セキュリティ対
策の強化と国際物流の高
度化に対応した物流促進
を同時に達成することを目
的としており、コンプライア
ンスの確保等を条件に、あ
らかじめ税関長の承認を
受けた輸出者（特定輸出
者）については、保税地域
に貨物を入れないで輸出
申告を行い、輸出の許可
を受けることを可能にする
とともに、輸出者のコンプ
ライアンスを審査および検
査に反映させようとするも
のである。制度の普及を
推進している財務省関税
局は、特定輸出申告につ
いては輸出手続にかかる
リードタイムの短縮や仕入
書等の輸出申告書類の簡
素化といったメリットを強調
しているが、現実には利用
しやすい条件が整えられ
ていないため、企業にとっ
て参加するメリットが期待

できない。

5054A 5054087 z11014 財務省、

・会計法　第
29条の3　4
項

・予算決算
及び会計令
第99条　21
項

・「財務省所
管一般会計
所属普通財
産の管理及
び処分を行
う場合にお
いて指名競
争に付し又
は随意契約
によることに
ついての財
務大臣との
包括協議に
ついて」
（2001年10
月29日　財
理第3660
号）　第一
(二)(11)
・平成18年3
月17日付財
理第1044号
「効率性を
重視した未
利用国有地
等の管理処
分につい
て」通達

１．都市再開発法に定める
市街地再開発事業のため
に必要な国有地について
は、同法に基づき設立され
た都市再開発組合に随意
契約で売却することとしてい

る。

２．未利用国有地等につい
ては、公用・公共用利用優
先の考え方を原則としつ
つ、効率性の向上を図る観
点から、より速やかに、かつ
透明で公平な手続きに従っ
て処分等するものとし、地
方公共団体等からの取得
等要望の受付期間及び処
分等相手方との契約締結
期限を設定し、当該受付期
間中に取得等要望がない
場合又は当該期限までに
契約が締結されない場合
は、原則として、速やかに一
般競争入札により売払いす

ることとしている

c -

１．国有財産を随意契約で公益事業のために売り払う場合は、売
払財産が確実に当該公益事業の用に供されるよう、直接その事業
者に売り払うこととしている（予算決算及び会計令第９９条第２１

号）。
　　市街地再開発組合は、都市再開発法第１１条に基づき都道府
県知事の認可を受け設立され、同法第７０条に基づく権利変換手
続き等を行う一方、権利変換計画に違反しているときは都道府県
知事から処分の取消し命令等の行政処分を受けることとされてお
り、市街地再開発事業の実施が確実とな仕組みとなっている。
　　このため、都市再開発法に基づく市街地再開発事業のために
必要な国有財産を随意契約で売り払う場合は、同法上の事業施行
者である市街地再開発組合を契約相手方とすることが適当と考え

る。
　　一方、ご提案の「準備組合等」については、都市再開発法に制
度の規定がなく、市街地再開事業の実施が確実と見込まれないこ
とから、「準備組合等」の段階で国有財産を随意契約で売り払うこ

とは適当でないと考える。

　　（参考）平成１１年の都市再開発法の改正により、発起人を中心
とした法人格を有さ

           ない再開発準備組合等の任意団体について、事業計画作
成前の段階におい

           て、発起人が定款及び基本方針を定め、都道府県知事等
の認可を受けること

           により組合を設立できることとされた。

２．国有財産の処分に当たっては、公用・公共用利用優先の考え
方の下、一般競争入札の実施に先立って地方公共団体へ文書に
より取得要望の確認を行うとともに財務局等ホームページを通じて
都市計画事業者等からの公的な利用要望の受付を行っているとこ

ろである。
　　また、当該公共団体によって当該国有財産を含む地域の都市
計画の見直しが行われる場合には、当該地方公共団体との協議
会の場等を通じて、広く関係者の意向も反映されるよう努めている
ところである（関係先への意見聴取については「措置の分類」ｄ（現

行制度下で対応可能））。

（社）日
本経済
団体連
合会

87 A

公益性が高いとされ
る都市計画事業区域
内における国有財産
の処分方法の改善

　都市計画事業区域内の国有財産を
随意契約で購入できる事業者として、
市街地再開発組合に加え、一定の要
件を備えた準備組合を認めるべきで
ある。例えば、都市再生特別措置法
に規定される緊急整備地域内の法定
再開発事業における準備組合等を認

めるべきである。
　また、国有財産を売却する際には、
地方公共団体や市街地再開発組合
の意向のみならず、広く関係者の意
見を聞き、それに対する回答を示す

べきである。

  再開発事業の対象区域内に国有財
産が存在する場合、入札で払下げが
行われると、買受人の対応によっては
事業の推進に重大な影響が出る。そ
のため、準備組合を随意契約の対象
として認めて売却することで、その後

の事業が進めやすくなる。
　また、現在は国有財産を売却する際
に、「地方公共団体及び予算決算及び
会計令第99条第21号等の規定により
随意契約により契約することができる
公益法人その他事業者」から国有財
産の取得要望を受け付けているのみ
であり、他の関係者の意向が反映され

ていない。

会計法第29
条の3第5項
予算決算及
び会計令第
99条第21号
「財務省所
管一般会計
所属普通財
産の管理及
び処分を行
う場合にお
いて指名競
争に付し又
は随意契約
によることに
ついての財
務大臣との
包括協議に
ついて」（平
成13年10月
29日　財理
第3660号）
第一(二)(11)

  「財務省所管一般会計所属普通財
産の管理及び処分を行う場合におい
て指名競争に付し又は随意契約によ
ることについての財務大臣との包括
協議について」通達により、都市計画
法(第4条第15項)に規定する都市計
画事業の用に供する場合について
は、国有財産を指名競争入札ではな
く随意契約により直接公共団体又は
事業者に売り払い、貸付け又は信託
することができる。再開発の構想後、
準備組合と地方公共団体の協議を通
じて再開発事業計画が作られるが、
準備組合は国有財産を随意契約で
売却される対象として認められていな

い。
  「全国規模の規制改革・民間開放要
望」に対する各省庁からの再回答に
ついて（2006年8月14日）」では、「都
市再開発法に基づく市街地再開発事
業のために必要な国有財産を随意契
約で売り払う場合は、原則として同法
上の事業施行者である市街地再開
発組合が売払の対象となると考えら
れる」とされている。また、「国有財産
の処分に当たっては、公用・公共用
利用優先の考え方の下、一般競争入
札の実施に先立って(*)（*)地方公共
団体へ文書により取得要望の確認を
行うとともに財務局等ホームページを
通じて都市計画事業者等からの公的
な利用要望の受付を行っており、行
政や地域のニーズに配慮していると
ころである」と回答されている。

5055A 5055003 z11015 財務省、

・国債ニ
関スル
法律　第
二条ノ二
・個人向
け国債
の発行
等に関
する省
令（平成
十四年
十二月
六日財
務省令
第六十
八号）第
二条、第
五条
・個人向
け国債
の発行
等に関
する省
令第五
条に規
定する
者を定
める件

個人向け国債は、「もっぱら
個人が保有することを目
的」（個人向け国債の発行
等に関する省令第二条）と
しており、保有は個人に限
定されている。

b III

・個人向け国債は投資家層の多様化
という国債管理政策上の課題に対応
するため、「もっぱら個人が保有する
ことを目的」に特別に商品設計されて
いる（金利水準、元本保証、中途換
金）。
・特定贈与信託においては、受益者・
委託者は個人に限定されているもの
の、信託財産の運用に関する判断は
受託者である信託銀行等金融機関
が行っている。この場合、投資対象で
ある国債の購入・売却（中途換金）を
金融機関が判断するということにな
り、個人による購入・保有と差異がな
いとはいえない。
・但し、重度心身障害者の経済的安
定を図るという特定贈与信託制度の
趣旨及び国債保有の多様化の観点
から、国債管理政策と整合的な形で
どのような対応が可能か検討してま
いりたい。

社団法
人信託
協会

3 A

個人向け国債を特定
贈与信託の信託財産
の運用対象とするこ

と

・「個人向け国債」の購入可能者は個
人に限られている。

・「個人向け国債」を、特別障害者扶
養信託（以下「特定贈与信託」とい
う。）の信託財産で購入することを可

能とすること。

・特定贈与信託は、特別障害者の経
済的な安定を図る目的で、個人である
委託者が、個人である特別障害者を
受益者として、金銭、有価証券等を信
託財産として設定される信託である
（相続税法第21条の４）。本制度は信
託銀行の財産管理機能を活用し、贈
与財産の費消・散逸の防止、特別障
害者に対する定期的な生活費等の支
払等について、特別障害者の経済的
な安定を図ることにあるため、信託財
産の運用は、「安定した収益の確保を
目的として適性に行う」（相続税法施行
令第4条の11第4号）ことが求められて

いる。
・個人向け国債は、他の国債と異な
り、一定の利払い確保（最低金利保
証）など、その商品設計から他の国債
に比べ優位性があり、「安定した収益
の確保」に資するものであり、「特別障
害者の生活の安定を図る」ことにつな

がると考えられる。

個人向け国
債の発行等
に関する省
令第２条
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様式２　全国規制改革及び民間開放要望書

要望
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号

要望事
項管理
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分割補
助番号

グルー
プ化番
号

管理
コード

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）
その
他

要望主体

要
望
事
項
番

要
望
種
別
（規

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

5063A 5063001 z11016
警察庁、
財務省、

・たばこ
規制枠
組条約
（第16
条）

・未成年
者喫煙
禁止法
第四条
・たばこ
事業法
第31条

たばこ規制枠組条約第16条にお
いては、「締約国は、国内法に
よって定める年齢又は十八歳未
満の者に対するたばこ製品の販
売を禁止するため、適当な段階
の政府において効果的な立法
上、執行上、行政上又は他の措
置を実施する。」とされている。ま
た、未成年者喫煙禁止法第4条
では、たばこの販売業者に対し、
年齢確認その他の必要な措置を
講ずるよう義務付けている。
　たばこ事業法第31条第9号及
び第10号においては、「財務大
臣は、小売販売業者が未成年者
喫煙禁止法第5条の規定（未成
年者にその自用に供することを
知りつつ、たばこを販売した者は
罰金に処す）に違反して処罰さ
れたときは、小売販売業の許可
を取り消し、又は一月以内の期
間を定めてその営業の停止を命
ずることができる」とされている。

c -

１．平成１４年１０月の財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等
に関する中間報告」においては、自動販売機の規制について、以
下のとおり取りまとめられており、財務省としては、この中間報告を
踏まえて対応していくことが必要であると考えている。
「自動販売機の規制にあたっては、全国に既に約60万台が設置さ
れており、販売業者にとって重要な販売手段となっていることと、未
成年者によるたばこの入手を防止しなくてはならないとの目的との
調和をいかに図っていくかという観点から検討する必要がある。当
審議会としては、自動販売機の店舗併設等管理の徹底とともに、
成人識別機能付自動販売機の導入により、未成年者による自動
販売機へのアクセスが厳格に防止される場合には、未成年者への
販売を規制しようとする目的を達成できることから、我が国におい
て自動販売機を廃止することまで求める必要はないと考える。」

２．このため、現在設置されている自動販売機については、未成年
者喫煙防止対策を促進する観点から、次のとおり必要な措置を講
じているところである。
　①平成元年7月以降の申請により許可された自動販売機
　　許可の際に店舗併設等の条件が付されていることから、当該条
件に違反している場合は、改善指導を行い、当該指導に従わない
場合は許可取消等に向けた手続きを実施する。
　②平成元年6月以前の申請により許可された自動販売機
　　許可の際に店舗併設等の条件が付されていないことから、店舗
併設されておらず、かつ、以下の⑴～⑶のいずれかに該当する場
合は、店舗併設条件を付与し、当該条件付与後、引き続き改善指
導を行い、当該指導に従わない場合は許可取消等に向けた手続
きを実施する。
　⑴自動販売機の見やすい位置に「未成年者喫煙禁止」を主旨と
した表示を行わないもの
　⑵未成年者によるたばこの購入を防止するために、自動販売機
の深夜稼働の停止措置等の適正な管理措置を講じず、又は当該
管理措置の内容を自動販売機に表示しないもの
　⑶（社）日本たばこ協会等が、平成20年を目途として、成人識別
機能を付した自動販売機を導入予定であることを踏まえ、当該小
売販売業者がその設置する自動販売機について成人識別機能を
遅滞なく稼働させる予定を明らかにしないもの

３．たばこ業界が、２００８年に全国導入を予定している成人識別機
能付自動販売機については、当該機に使用されるＩＣカードが不正
取得及び不正使用されることを防止するため、次の対策を講じるこ
とを (社)日本たばこ協会において検討しているところと承知している

特定非
営利活
動法人
「子ども
に無煙
環境を」
推進協
議会，
特定非
営利活
動法人
日本禁
煙学会

1 A
未成年者がタバコを
買える自動販売機は

撤廃する

　未成年者喫煙禁止法第四条（煙草
又は器具を販売する者は満二十年に
至らざる者の喫煙の防止に資する為
年齢の確認其の他の必要なる措置を
講ずるものとす）のために，タバコ製
造・販売業界は，2008年に成人識別
機能付タバコ自販機を導入するとし
ているが，これは年齢確認身分証明
と写真で担保されたＩＣカードの導入
である。しかし本カードは転売された
り，なりすまし・代理購入等が可能
で，未成年者が，自販機でタバコを買
う可能性は十分にあり，また偽造や
転売など新たな犯罪を誘発する可能

性がある。
　未成年者のタバコ購入のシャットア
ウトを担保できない自販機は撤廃と

すべきである。

　ＩＣカード導入＝成人識別機能とタ
バコ業界と財務省は表現している
が，これは間違いで，年齢確認身
分証明と写真を予め郵送で申し込
んで作成し二重には登録できないＩ
Ｃカード導入に過ぎず，自販機でこ
れを用いてタバコを購入する人が
成人かどうかまでは確認できない。
　ＩＣカードの導入だけでは，未成年
者の転売買や未成年者間の強要
購入などで，新たな犯罪やネット購
入が誘発され，未成年者が巻き込
まれる闇ルートが出来るであろうこ
とが懸念・憂慮・予見される。
　未成年者のタバコ購入を完全に
シャットアウトするために，自販機
は撤廃とすることによってのみ担保

される。

　自販機でタバコを購入する人が成人
を確認するために，ＩＣカード導入に併
せ，前回の本会の指紋認証機能の付
加要望は不可との回答であったし，そ
もそもＩＣカード式自販機の導入は法的
義務づけでないので，全部の自販機
が本システムを導入するわけではな
く，未成年者のなりすましや代理購入
のシャットアウトを担保できない。

　前回の本会の要望に対して，警察庁
は「販売時に購入者の年齢確認を行う
ことが困難である自動販売機による販
売は，将来的には，国民の合意の下
に廃止されるべきものであると考えて
いる。」と回答しているし，自販機への
未成年者の不正アクセスが防止できな
い場合には，たばこ規制枠組条約第
16条の「拘束力のある書面宣言により
禁止を約束することを明らかにするこ
とができる。」により，タバコ自販機は
早期に全面撤廃とすべきである。

・たばこ規制枠組条
約（第16条他）

・未成年者喫煙禁止
法

第四条　煙草又は器
具を販売する者は満
二十年に至らざる者
の喫煙の防止に資
する為年齢の確認
其の他の必要なる
措置を講ずるものと
す（2001.12追加）
・たばこ事業法
第31条　財務大臣
は，小売販売業者が
次の各号のいずれ
かに該当するとき
は，第22条第１項の
許可を取り消し，又
は１月以内の期間を
定めてその営業の
停止を命ずることが

できる。
9．未成年者喫煙禁
止法（明治33年法律
第33号）第５条の規
定に違反して処罰さ

れたとき。
10．法人であつて，
その代表者のうちに
第１号，第６号又は
前号に該当する者
があるとき。

追記：
タバコ業界は，ＩＣ
カード式タバコ自販
機導入に併せ，深夜
販売自粛を中止する
考えのようである
が，これにより未成
年者のなりすましや
代理購入はより広が
ることが予見され

る。

5063A 5063002 z11017
警察庁、
財務省、

・未成年
者喫煙
禁止法
第４条、
第５条
・たばこ
事業法
第31条

未成年者喫煙禁止法第４条
では、たばこの販売業者に
対し、年齢確認その他の必
要な措置を講ずるよう義務
付けており、同第５条では、
故意に未成年者にたばこの
販売を行った場合の罰則規

定を設けている。
　たばこ事業法において
は、財務大臣は、未成年者
喫煙禁止法第５条の規定に
違反して処罰されたときは、
小売販売業の許可を取り消
し、又は一月以内の期間を
定めてその営業の停止を命
ずることができることとされ

ている。

c -

１．未成年者喫煙防止法第４条においては、「煙草又
ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫
煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措
置ヲ講ズルモノトス」と規定しており、同法第５条にお
いては、「満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供ス
ルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者
ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス」と規定している。ま
た、たばこ事業法第３１条第９号においては、「未成
年者喫煙禁止法第５条の規定に違反して処罰された
とき」は、小売販売業の許可を取り消し、又は一月以
内の期間を定めてその営業の停止を命ずることがで
きると規定していることから、未成年者喫煙防止に関
する法律の規定は十分に整備されているものと考え

る。

２．また、警察庁、財務省及び厚生労働省では、未成
年者喫煙防止対策のため、平成１４年及び平成１６
年に、全国たばこ販売協同組合連合会、社団法人日
本フランチャイズチェーン協会、日本スーパーマー
ケット協会等の小売販売業界団体に対し、

　○未成年者と思われる者に対する年齢確認の徹
底、

　○たばこの特性、未成年者の心身に対する影響及
び未成年者に対する年齢確認の実施方法などの従

業員研修等の実施、
　○ポスターの掲示などによる未成年者喫煙防止の

注意喚起
等を盛り込んだ要請文書を発出しているところであ

る。

３．財務省としては、引き続き、関係省庁と協力して、
小売販売業界に対し、公的機関の発行する年齢確
認のできる証明書等により、店頭販売における年齢
確認の徹底を求め 適切な未成年者喫煙防止の取

特定非
営利活
動法人
「子ども
に無煙
環境を」
推進協
議会，
特定非
営利活
動法人
日本禁
煙学会

2 A

未成年者喫煙防止の
ためタバコの店頭販
売で年齢証明の提示
を法的に義務づける

未成年者喫煙禁止法第四条（煙草又
は器具を販売する者は満二十年に至
らざる者の喫煙の防止に資する為年
齢の確認其の他の必要なる措置を講
ずるものとす）のために，タバコ販売
店（コンビニ等を含む）は，店頭にお
いて，未成年者と思われるタバコ購
入に年齢証明の提示を自主的に求
めているが，若い購入者には全て年
齢証明の提示を法的な義務づけとす

べきである。

　未成年者喫煙禁止法第４条の年
齢確認，及びたばこ事業法第31条
の担保がほぼ完全に出来ることに
より，未成年者のタバコ購入をほぼ
完全に防止できることが期待され

る。
　未成年者のアクセス防止（購入の
シャットアウト）のために販売店の
自主性に任せるのでなく，この法的

義務づけが必須である。

　未成年者の７～８割は自販機でタバ
コを購入しているとされているが（厚生
労働省の研究班の調査結果），２～３
割は店頭（コンビニやタバコ店など）で
購入している実態がある。コンビニ等
では，未成年者と思われる場合には，
身分証明などの提示要請を業界として
自主的に行っているが，周知が必ずし
もされていないし，未成年と推測される
場合も強要等により販売しているケー
スが報告され，報道もされている実態

がある。
　これを防止するためには，店頭にお
けるタバコ販売において，若者の場合
には年齢証明の提示を法的な義務づ
けを担保する枠組みが必要である。

・たばこ規制
枠組条約
（第16条他）
・未成年者
喫煙禁止法
第四条　煙
草又は器具
を販売する
者は満二十
年に至らざ
る者の喫煙
の防止に資
する為年齢
の確認其の
他の必要な
る措置を講
ずるものとす
（2001.12追
加）

・たばこ事業
法

第31条　財
務大臣は，
小売販売業
者が次の各

5063A 5063010 z11018 財務省、

たばこ事
業法第
40条
製造た
ばこに係
る広告を
行う際の
指針（平
成16年3
月8日財
務省告
示第109
号）

はり札、看板及び建物その
他の工作物等（電車及び自
動車の車両等を含む。）に
掲出され又は表示されるた
ばこ広告については、たば
この販売場所及び喫煙所に
おいて行う場合を除き、公
共性の高い場所では行わ
ないこととしている。

c -

１．　財務省においては、近年のたばこと健
康をめぐる国民の意識の高まりやたばこの
規制に関する世界保健機関枠組条約の内
容などを踏まえ、平成１６年３月に「製造た
ばこにかかる広告を行う際の指針」（平成１
６年３月８日財務省告示第１０９号）を全面
改正し、はり札、看板及び建物その他の工
作物等（電車及び自動車の車両等を含
む。）に掲出され又は表示されるたばこ広告
については、「たばこの販売場所及び喫煙
所において行う場合を除き、公共性の高い
場所では行わない」とする広告規制の強化

を行ったところである。

２．　たばこの販売場所及び喫煙所につい
ては、喫煙者がたばこの購入や喫煙を求め
て立ち寄る場所であり、こうした者にほぼ限
定して広告が行われると考えられることか
ら、例外的な取扱いとしているものである。
また、憲法で保障されている表現の自由や
営業の自由の観点から、広告の全面的な
禁止を求めることまでは問題があると考え
られることから、規制の対象としていないと
ころであり、今日においても、こうした場所に
ついてまで規制することは適当ではないと

考えている。
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10 A

駅や販売店などの喫
煙所・コーナー・自販
機でのタバコ広告を
禁止する措置

現在公共性の高い場所や屋外広告
看板でのタバコ広告は禁止され，ま
た日本たばこ協会でも自粛している。
しかし，例えば駅の喫煙所やタバコ販
売場所（店）及び自販機でのタバコ広
告は除外されている。これらの場所
は公共性が高いので，除外すべきで
なく，タバコ広告は一律に禁止すべき

である。

公共性の高い，駅や販売店などの
喫煙所・コーナー・自販機でのタバ
コ広告は，広告効果が高く，未成年
者喫煙対策からも，広告は控える
ことが，国民の健康増進上効果的

である。

たばこ規制枠組条約13条で，「条約発
効５年以内に，憲法上の原則に従い，
包括的な広告の禁止を行う。その状況
にない国は，制限を課する。」となって
いて，また条約第2条で「締約国は，こ
の条約を越える措置をとることが奨励
される」としているので，タバコの広告
禁止の経過措置として，公共性の高い
場所では，例外なく広告は禁止とする

必要がある。

たばこ事業
法第40条及
び「製造たば
こに係る広
告を行う際
の指針」（平
成16年3月8
日財務省告
示第第109
号）
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5063A 5063011 z11019 財務省、

・たばこ
事業法
第39条，
40条
・たばこ
事業法
施行規
則第36
条

・「製造
たばこに
係る広
告を行う
際の指
針」（平
成16年3
月8日財
務省告
示第第
109号）

新聞、雑誌等におけるたば
この広告については、広告
指針において、「主として成
人の読者を対象としたもの
に行うこととし、その場合に
おいても、日刊新聞紙につ
いては、その影響力に鑑
み、広告方法等に配慮する

こと」としている。

c -

１．財務省においては、近年のたばこと健康をめぐる国民の意識の
高まりや、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約（以下「枠
組み条約」という。）の内容などを踏まえ、平成16年3月に「製造た
ばこに係る広告を行う際の指針」（財務省告示第109号）（以下「広
告指針」という。）を全面改正し、広告規制の強化を行ったところで
ある。

２．この広告指針においては、新聞、雑誌等におけるたばこの広告
について、「主として成人の読者を対象としたものに行うこととし、そ
の場合においても、日刊新聞紙については、その影響力に鑑み、
広告方法等に配慮すること」としている。
　なお、わが国は、憲法で保障されている表現の自由や営業の自
由の観点から、「自国の憲法又は憲法上の原則のために包括的な
禁止を行う状況にない締約国」（枠組条約第13条３）であり、広告
の全面的な禁止を求めることには問題があると考えられる。

３．新聞、雑誌等に掲載されるたばこ広告に注意表示を行うことに
ついては、枠組条約第13条４（b）に従い、広告指針において義務
付けているが、表示面積の下限については、枠組み条約において
も規制がないことから、広告指針においては規制を設けていないと
ころである。

４．他方、たばこ業界では、自主基準により、広告における注意表
示について、消費者が十分識別できる大きさ、コントラストで読み
やすく明瞭に表示するものとし、広告面積の15％を注意表示にあ
てることとしているところであり、枠組条約が広告における注意表
示の面積を規定していない中で、わが国のたばこ業界が条約の趣
旨を尊重し、自ら明確な基準を策定し、実施していることを行政当
局としては尊重することとしたい。

５．注意表示に画像を含めることについては、現在の注意文言は、
平成15年7月1日の財政制度等審議会たばこ事業等分科会に報告
された、注意文言について審議したワーキンググループのコンセン
サス、すなわち、「喫煙と健康についての注意を効果的に促してい
くためには、現時点での医学的な知見に基づき、できるだけ分かり
やすく具体的に書くべきである。また、「あなた」という視点に基づき
表記していくことが重要である。一方、威嚇的な表現は、かえって
反発を招き望ましくない。」に沿ったものとなっており、威嚇的な表
現となる画像を注意文言に採用することは適当ではないと考える。
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11 A

タバコの広告禁止の
経過措置として，新
聞・雑誌等で，広告の
半分の面積を画像を
含む健康注意警告表

示とする

たばこ規制枠組条約13条で，「条約
発効５年以内に，憲法上の原則に従
い，包括的な広告の禁止を行う。その
状況にない国は，制限を課する。」と
なっていて，また条約第2条で「締約
国は，この条約を越える措置をとるこ
とが奨励される」としているので，タバ
コの広告禁止の経過措置として，早
期に，新聞・雑誌等で，広告の半分
の面積を画像を含むビジュアルな健
康注意警告表示とすべきである。

　現行では，15％の面積で，広告
の中に注意文言３種類を表示す
る，となっているが，全く目立たな
い。喫煙者が，画像を含む，大き
く，ビジュアルで明瞭な健康警告表
示により，喫煙及び受動喫煙等の
リスクを知ることができる。

　現行では，15％の面積で，広告の中
に注意文言３種類を表示する，となっ
ているが，全く目立たない。喫煙者が，
画像を含む，大きく，ビジュアルで明瞭
な健康警告表示により，喫煙及び受動
喫煙等のリスクを知ることができる。
　タバコの広告禁止の経過措置とし
て，早期に，新聞・雑誌等で，広告の
半分の面積を画像を含むビジュアルな
健康注意警告表示とすべきである。

たばこ事業
法第40条及
び「製造たば
こに係る広
告を行う際
の指針」（平
成16年3月8
日財務省告
示第第109
号）

たばこ事業
法第39条，
同法施行規
則第36条

5063A 5063012 z11020 財務省、

たばこ事
業法第
39条，
同法施
行規則
第36条

ＪＴ又は製造たばこの輸入
者は、製造たばこを製造し、
又は輸入した場合には、当
該製造たばこに、消費者に
対し製造たばこの消費と健
康との関係に関して注意を
促すための財務省令で定
める文言を、表示しなけれ

ばならない。

c -

１．製造たばこの容器包装における注意文言の
記載面積については、たばこの規制に関する世
界保健機関枠組条約（以下「枠組条約」とい
う。）において、たばこ包装の主要面の両面に、
少なくともそれぞれの面の30％以上の面積を用
いて表示するように規定されており、我が国とし
ても、たばこ事業法施行規則において、この規
定の内容に沿った表示面積を確保することを義
務付けるとともに、大きく、明瞭に、読みやすい
ように表示することを義務付けている。

　このように、注意文言の記載面積等について
の現行規制は、枠組条約に即したものとなって
おり、適切なものであると考えている。

２．注意表示に画像を含めることについては、現
在の注意文言は、平成15年7月1日の財政制度
等審議会たばこ事業等分科会に報告された、注
意文言について審議したワーキンググループの
コンセンサス、すなわち、「喫煙と健康について
の注意を効果的に促していくためには、現時点
での医学的な知見に基づき、できるだけ分かり
やすく具体的に書くべきである。また、「あなた」
という視点に基づき表記していくことが重要であ
る。一方、威嚇的な表現は、かえって反発を招
き望ましくない。」に沿ったものとなっており、威
嚇的な表現となる画像を注意表示に採用するこ

とは適当ではないと考える。

３．なお、財務省では、平成１８年度中に、「製造
たばこの新しい注意文言の認知状況等に関す
る実態調査」を実施し 喫煙者の認知度 喫煙
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12 A

タバコパッケージの
両面の半分の面積と
側面に，画像を含
む，大きく，明瞭な健
康警告表示を義務づ

ける

たばこ規制枠組条約は第11条で，
「条約発効３年以内に，(1)複数の文
言をローテーションで，大きく読みや
すく，主たる表面の50％以上を占め
るべきであり30％以下では不可　(2)
絵・写真を含めることができる」として
おり，また条約第2条で「締約国は，こ
の条約を越える措置をとることが奨
励される」としているので，パッケージ
の少なくとも半分の面積に，画像を含
む，大きく，明瞭な健康警告表示を義

務づけるべきである。

喫煙者が，画像を含む，大きく，明
瞭な健康警告表示により，喫煙及
び受動喫煙等のリスクを知ることが

できる。

　2005年7月より，30％の面積に健康
注意表示が義務づけられたが，文字
だけで，かつ厚労省のリンク先を入れ
ているために，文字が余計に小さく目
立ちにくいものとなって，健康警告表
示としては効果の薄いものとなってい

る。
　タイ国やオーストラリア，ブラジルな
どの事例のように，タバコの害を明瞭
に示す画像を含め，大きな警告表示と
し，喫煙者に喫煙のリスクを明確に伝

える内容とすべきである。

たばこ事業
法第39条，
同法施行規
則第36条

5063A 5063013 z11021 財務省、

たばこ事
業法第
39条，
たばこ事
業法施
行規則
第36条

JT又は製造たばこの輸入
業者は、「low tar」、「light」、
「ultra light」又は「mild」その
他の紙巻等たばこの消費と
健康との関係に関して消費
者に誤解を生じさせるおそ
れのある文言を容易包装に
表示する場合は、消費者に
誤解を生じさせないため
に、当該容器包装を使用し
た紙巻等たばこの健康に及
ぼす悪影響が他の紙巻等
たばこと比べて小さいことを
当該文言が意味するもので
はない旨を明らかにする文
言を、当該容器包装に表示
しなければならない。

c -

１．たばこの規制に関する世界保健機関枠組条
約（以下「枠組条約」という。）は、締約国に対
し、消費者に誤解を与えるおそれのある用語等
によりたばこ製品の販売を促進しないことを確
保するための措置を講ずることを求めており、
「low tar」、「light」、「ultra light」または「mild」等
の用語を、一律に禁止することを義務付けるも

のではないと理解している。

２．マイルド、ライト等の用語の意味が、健康に
対する影響の軽重ではなく、喫味の軽重である
ことを喫煙者に周知すれば、枠組条約の規制の
目的を達成できると考えられることから、誤解を
招かない適切な措置を講じれば、これらの用語
等の使用を禁止することまで求めることは適当

ではないと考えている。

３．このため、我が国では平成15年11月にたば
こ事業法施行規則を改正し、「low tar」、「light」、
「ultra light」または「mild」等の用語を使用する
場合には、そのたばこが他製品と比べ健康に対
する悪影響が小さいとの誤解を消費者に抱か
せないようにするため、消費者が留意すべき文
言を表示することを義務付けたところである。具
体的には以下の文言を表示することが適当であ
る旨たばこ業界に示しており、たばこ業界にお

いて遵守されているところである。
　「本パッケージに記載されている製品名の「○
○、・・・」並びに本製品の性質・状態及び煙中の
成分の量を表す「●●、・・・」の表現は、本製品
の健康に及ぼす悪影響が他製品と比べて小さ
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13 A
タバコ銘柄名にライ
ト，マイルド等を禁ず

る

たばこ規制枠組条約は第11条で，
「条約発効３年以内に，虚偽・誤認さ
せる表示等で販売を促進しないこと
（規制としてライト・マイルドなど含め
ることができる）」とされ，また条約第2
条で「締約国は，この条約を越える措
置をとることが奨励される」としている
ので，タバコ銘柄名にライト，マイルド

等を禁ずるべきである。

ライト・マイルドなどは，タバコの害・
リスクについて，消費者（喫煙者）
に，虚偽・誤認させる表示等で販売
を促進することになっているので，
早期に法的に禁止とすべきであ

る。

　ライト・マイルドなどは，消費者（喫煙
者）に，タバコの害・リスクが少ないよう
な誤認を与えているが，これらの銘柄
タバコは，フィルター部分にピンホール
を空けていて，吸い方や吸う長さに
よって，必ずしもニコチンやタールが少

なくなる訳ではない。
　ＥＵを初め，諸外国では，この銘柄名
は禁止とする事例が広がってきてお
り，わが国でも，たばこ規制枠組条約
に沿って，早期に法的に禁止とすべき

である。

たばこ事業
法第39条，
同法施行規
則第36条
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5063A 5063014 z11022 財務省、

たばこ事
業法第
39条
たばこ事
業法施
行規則
第36条
製造た
ばこにか
かる広
告を行う
際の指
針（平成
16年3月
8日財務
省告示
第109
号）

１．たばこ製品の容器包装における
注意文言については、直接喫煙に
よる病気（肺がん、心筋梗塞、脳卒
中、肺気腫）に関する４種類の文言
とそれ以外、４種類の文言からそれ
ぞれ1つずつ、計２つをローテーショ

ンにより表示。
２．上記文言は、大きく、明瞭で、読
みやすいものとし、表示場所につい
ては、たばこ製品の容器包装の主
要な面の面積の30％以上を占め、
かつ、枠で囲むなど他の部分と明
瞭に区分しなければならない。

３．マイルド、ライト、ロータール等の
用語を表示するたばこ製品の容器
包装には、これらの用語によって消
費者がそのたばこの健康に及ぼす
悪影響が他のたばこと比べ小さいと
誤解することのないよう、消費者の
注意を促す文言を表示することを義

務付け。
４．「製造たばこにかかる広告を行う
際の指針」（平成１６年３月８日財務
省告示第１０９号）において、たばこ
自動販売機に貼付される広告も含
め、たばこ広告の中には、原則とし
て注意文言に関する表示を行うこと

を義務付け。

c -

１．　平成１４年１０月の財政制度等審議会
の「喫煙と健康の問題等に関する中間報
告」において、「喫煙と健康の問題等の観点
からは、たばこの健康に対するリスク情報を
適切に提供することにより、個人が自己責
任において喫煙を選択するか否かを判断で
きるようにすることが重要である。」とされて
いることから、平成１７年７月以降に販売さ
れる製造たばこについては、その容器包装
に注意文言を表示することを義務付けてい

る。

２．　また、「製造たばこにかかる広告を行う
際の指針」（平成１６年３月８日財務省告示
第１０９号）において、たばこの自動販売機
に貼付される広告も含め、たばこ広告の中
には、原則として注意文言に関する表示を
行うことを義務付けているところである。

３．　さらに、(社)日本たばこ協会による自主
基準において、たばこ自動販売機やたばこ
小売販売店に陳列される商品見本等には、
注意文言を表示することとされていることか
ら、たばこの購入者は、自動販売機で購入
する場合も含め、手にして初めて注意文言
を見ることとはならないよう措置されている

ところである。

特定非
営利活
動法人
「子ども
に無煙
環境を」
推進協
議会，
特定非
営利活
動法人
日本禁
煙学会

14 A
自販機の前面及び側
面両面に健康警告表
示を義務づける措置

タバコ購入者（消費者）にタバコ商品
の健康影響を正しく伝えるために，自
販機の前面及び側面両面（可能な場
合）の少なくとも半分に健康警告表示

を義務づけるべきである。

タバコ購入者（消費者）には，その
商品の情報（害・リスク）を正しく表
示して販売するのが販売ルールで
あり，害とリスクを示す方法として，
現在広告スペースとして使われて
いるスペースの広告を禁止し，健康
警告表示を義務づければ害・リスク

を周知できる。

購入者は手にして始めて注意表示を
見ることにならないよう，正しい健康警
告表示を前もって示す方法として有効
であり，害とリスクを伝えるべきであ

る。

たばこ事業
法第39条，
同法施行規
則第36条

5063A 5063015 z11023 財務省、

日本た
ばこ産
業株式
会社法
第2条

政府は常時、JT成立時に
政府に無償譲渡されたＪＴ
の株式総数の２分の１以上
かつ発行済株式総数の３分
の１超のJT株式を保有して
いなければならない。

c -

１．平成１３年１２月の財政制度等審議会の「日
本たばこ産業株式会社の民営化の進め方に関
する中間報告」においては、「たばこ事業法にお
いては、国産葉たばこについて、価格、品質上
の問題から、これをたばこ企業の自由な調達に
委ねた場合には、その使用量が極端に減少し、
国内のたばこ耕作者に壊滅的な打撃を与える
おそれがあることから、こうした国産葉たばこ問
題が解決されるまでの間は、JTに国内たばこの
製造独占を認めるとともに、国産葉たばこの全
量買取契約制を規定している。」とされ、また、
「国産葉たばこ問題が解決しない以上、政府の
株式保有の枠組みや国産葉たばこ問題に関連
するたばこ事業法の諸規定は維持せざるを得

ない」とされている。

２．また、JTの民営化を更に進める方策として
は、上記中間報告において、「国産葉たばこ問
題が解決されることが完全民営化の前提条件
であるが、現段階では、この問題について解決
の目処を立てることが困難な状況にあることか
ら、現実的な対応として段階的に民営化を進め
ていくことが適当である。」とされているところで

ある。

３．以上を踏まえ、平成14年5月のJT法改正に
より、JTの民営化を段階的に進める観点から政
府の株式保有比率の割合の引下げ等を行った
ところであるが、完全民営化については、上記
中間報告にあるように、国産葉たばこ問題が解
決されることが前提条件であり 今日において

特定非
営利活
動法人
「子ども
に無煙
環境を」
推進協
議会，
特定非
営利活
動法人
日本禁
煙学会

15 A

ＪＴの株式を国は全
株を放出するよう，Ｊ
Ｔ法等を改正し，完全

民営化する

ＪＴの株を国は当分の間２分の１を持
つべきことがＪＴ法等で定められてい
るが，たばこ規制枠組条約が発効
し，タバコの健康有害性が医学的に
も明らかになっているので，早期にＪ
Ｔ法の改正を行い，国は全株を放出
し，その売却収入を国庫に入れ，ＪＴ
を完全民営化しタバコ産業から国は
フリーハンドになることが，今後の国
のタバコ規制対策上不可欠である。

ＪＴ法等の改正を行い，国は全株を
放出して国庫収入とし，かつタバコ
産業から国は自由な立場になるた
めに，ＪＴの完全民営化を急ぐこと
が，国民の健康と福祉から必要で

ある。

　国がＪＴ株式を全部手放すことによ
り，売却収入を国庫収入として国の財
政健全化の一助とし，かつタバコ産業
からのしがらみがなくなり，たばこ規制
枠組条約に沿ってタバコ規制対策を進

めることが期待される。
　経済同友会も本年３月に同様の提言

を行っている。

日本たばこ
株式会社法
たばこ事業
法

5063A 5063016 z11024 財務省、

関税定
率法第１
４条第７
号、同条
８号
関税定
率法基
本通達１
４－１１

たばこの免税枠について
は、「観光旅行のための通
関上の便宜供与に関する
条約」等の国際条約に基づ
き規定されたもの。

f -

入国者が携帯して輸入する貨物の免税基
準の変更については、「税の減免等に関す
るもの」に当たり、規制改革には当たらな

い。
なお、たばこ規制枠組条約では、「課税政策
を決定し及び確定する締約国の主権的権
利を害されることなく」と明記されており、そ
もそも措置をとることが一律に義務付けられ
ているものではなく、また、これに加えて旅
行者等による免税たばこの輸入の禁止等
の措置については、「適当な場合には、含
めることができる」ものとされており、各国政
府の裁量に委ねられているものと承知して

いる。
諸外国のほとんどの国においてもたばこ等
の免税基準を定めているところであり、例え
ば、米国では1,000本、EU諸国では800本の
たばこの免税基準を定めている。このような
各国間における旅行者が入国する際の携
帯品に関する免税基準については、たばこ
の免税を含め、我が国も加盟し批准してい
る「観光旅行のための通関上の便宜供与に
関する条約」等の条約の規定により求めら

れている。
以上から、廃止することは考えていない。

特定非
営利活
動法人
「子ども
に無煙
環境を」
推進協
議会，
特定非
営利活
動法人
日本禁
煙学会

16 A
免税タバコを廃止す

る

たばこ規制枠組条約第6条は免税タ
バコの販売の禁止または制限をう
たっており，日本でも早期に免税タバ

コを廃止すべきである。

　通関時に，海外からの帰国（外国
人は入国）の際に，税関では関税
がかかりますが，タバコ輸入は紙
巻きタバコの場合で200本という大
きな免税枠があります。加えて，(1)
空港の免税店や外国で購入した日
本製タバコについては，外国製タバ
コとは別に，左記数量まで免税にな
ります。(2)外国居住者が輸入する
タバコについては，外国製，日本製
それぞれの免税数量が2倍になり

ます。
　健康に害とリスクがある免税タバ
コは，もはや国際的にも廃止すべ

き時期が来ている。

　理由としては（１）国内で買えば，政
府と地方自治体の収入になっているは
ずなのに，過剰な免税措置でそれが
失われていること。（２）海外旅行がで
きるような（平均して）相対的に豊かな
人に対して，タバコの税金を免除する
必要は乏しいこと。（３）政府・自治体の
財政赤字が深刻で，歳入増の方策を
広く検討すべき必要があること。（４）期
待される効果として，タバコの個人輸
入の抑制と，それによる消費抑制，日
本在住者の健康増進，政府の歳入増
と財政改善，地方自治体のタバコ税増
収になる，日本製のタバコを海外に輸
出しそれを再度輸入するという輸送エ
ネルギーのムダを廃止し地球温暖化

防止になる。

税関法
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5063A 5063017 z11025 財務省、

審議会
等の整
理合理
化に関
する基
本的計
画（平成
11年４月
27日 閣
議決定）
財政制
度等審
議会令
第３条、
第６条第
２項

１．「審議会等の整理合理化に関する
基本的計画」（平成11年４月27日 閣議
決定）の別紙３「審議会の運営に関する
指針」に以下のように規定されている。
「　委員の任命に当たっては、当該審議
会等の設置の趣旨・目的に照らし、委
員により代表される意見、学識、経験等
が公正かつ均衡のとれた構成になるよ

う留意するものとする。
　 審議事項に利害関係を有するものを
委員に任命するときは、原則として、一
方の利害を代表する委員の定数が総
委員の定数の半ばを超えないものとす

る。　」

２．財政制度等審議会令(抄)
第３条　委員は、学識経験のある者のう
ちから、財務大臣が任命する。

２　臨時委員は、次に掲げる者のうちか
ら、財務大臣が任命する。
  一　学識経験のある者

  二　国家公務員共済組合の組合員
（以下この号において「組合員」とい
う。）の雇用主を代表する者及び組合員

を代表する者
３　専門委員は、当該専門の事項に関
し学識経験のある者のうちから、財務

大臣が任命する。
第６条

２　前項の表の上欄に掲げる分科会に
属すべき委員、臨時委員（第三条第二
項第二号に掲げる者を除く。）及び専門
委員は、財務大臣が指名する。

e -

本件要 事項 、規制
改革の一環として議論されるべき性
格のものではないと考えるが、財務
省における財政制度等審議会の委
員等の任命及びたばこ事業等分科
会に属する委員等の指名に当たって
の基本的な考え方は次のとおりであ

る。

２．委員等の任命に当たっては、「審
議会等の整理合理化に関する基本
的計画」（平成11年４月27日 閣議決
定）及び財政制度等審議会令に基づ
き、財政制度等審議会たばこ事業等
分科会の趣旨・目的に照らし、委員
等により代表される意見、学識、経験
等が公正かつ均衡のとれた構成にな
るよう留意しているところである。
　また、たばこ事業等分科会において
も、その趣旨・目的に照らし、医学の
専門家も含め、幅広い分野の学識、
経験を有する方々に、委員等を勤め
て頂いており、公正かつ均衡のとれ
た構成となっているものと考えてい

る。

特定非
営利活
動法人
「子ども
に無煙
環境を」
推進協
議会，
特定非
営利活
動法人
日本禁
煙学会

17 A

財政制度等審議会た
ばこ事業等分科会に
タバコの害に関する
学識経験者を入れ

る

たばこ事業法で，タバコパッケージ等
の健康注意表示，広告規制，自動販
売機設置要件などが規定され，たば
こ事業等審議会で審議されることとさ
れているが，タバコ産業や事業など
は独立した，タバコの害に関する学
識経験者や健康リスクの専門家及び
公益的立場の人を委員として入れ
て，たばこ規制枠組条約を我が国で
も実効性のあるものとすべきである

たばこ事業等審議会に，タバコ産
業や喫煙科学研究財団等から研
究助成を受けていないタバコの害
に関する学識経験者や健康リスク
の専門家及び公益委員を複数入
れることにより，たばこ規制枠組条
約の実効性のある審議の担保が
期待されるし，審議会は本来，著し
い偏りのないように委員構成がさ

れるべきである。

　タバコパッケージ等の健康注意表
示，広告規制，自動販売機設置要件
などは，国民の健康に密接に関係する
ので，これらの所管は本来，厚生労働
省，あるいは政府レベルで内閣府が所
管すべきであるが，現状はタバコの製
造・販売・耕作を財務省が所管してい
るために，たばこ事業等審議会は，著
しく偏りのある委員構成と内容審議と

なっている。
　タバコ産業や喫煙科学研究財団等
から研究助成を受けていないタバコの
害に関する学識経験者や健康リスク
の専門家及び公益委員を複数入れ，
たばこ規制枠組条約の実効性のある

審議を担保すべきである。

たばこ事業
法，

たばこ事業
法施行令，
財政制度等
審議会令

5063A 5063018 z11026
内閣府、
財務省、

審議会
等の整
理合理
化に関
する基
本的計
画（平成
11年４月
27日 閣
議決定）

たばこ事業等分科会につい
ては、議事内容の透明性を
確保するため、原則として
議事録等を可能な限り速や
かにホームページにおいて
公開することとしています。

d -

審議会等の公開については、「審議
会等の整理合理化に関する基本的
計画」（平成11年４月27日　閣議決
定）において「会議又は議事録を速や
かに公開することを原則とし、議事内
容の透明性を確保する。」とされてい
るところである。たばこ事業等分科会
についても、当該閣議決定を遵守し、
議事内容の透明性を確保するため、
原則として議事録等を速やかにホー
ムページにおいて公開することとして
おり、引き続き可能な限り速やかに公
開できるよう努めてまいりたい。

特定非
営利活
動法人
「子ども
に無煙
環境を」
推進協
議会，
特定非
営利活
動法人
日本禁
煙学会

18 A
財務省の審議会は原
則的に公開（傍聴可
能）とすべき

例えば財務省の財政制度等審議会
たばこ事業等分科会，政府税制調査
会など，財務省の審議会は，ホーム
ページの週間予定には開催が掲載さ
れているが，全て非公開となってい
る。他の省庁の審議会等は，以前よ
り全て原則公開（傍聴可能）となって
いることから（経済財政諮問会議等
の以外を除き），財務省も同様とすべ

きである。

政策決定のための審議会の審議を
国民が傍聴することにより，審議の
透明性が高まり，かつ国民も情報
を速やかに知ることにより，早期の
情報入手と対応が可能になる。

　政府省庁の審議会の資料が後日（１
～２週間後）そのホームページで公開
され，１～数カ月後には議事録が公開
されているようであるが，国民が審議
情報の詳細を知るには余りにタイムラ

グがあり過ぎる。
　マスメディアにのみ公開したり，会
後，審議会長が記者発表や会見をす
る場合もあるが，あわせて公開（傍聴
可能）を制度化すべきである。

　動きが早くなっている政策決定や実
施にあたって，国民の知る権利を保証
し，合意形成を進めるためには，これ

は不可欠な制度である。

「審議会等
の整理合理
化に関する
基本的計
画」（平成11
年4月27日
閣議決定）

5069A 5069001 z11027
財務省、
厚生労
働省

酒税法
第43条
第９項、
酒税法
施行令
第50条
第15項、
酒税法
施行規
則第13
条第８項
第３号

食品衛生法上、食品添加物
として認められている物品
のうち、酒類矯正、酸化防
止、清澄化等の目的で国税
庁長官が指定し、告示した
物品を酒類の保存のために
酒類に混和した場合は、新
たな酒類を製造したものと
みなされず、当該混和の前
後において酒類の品目は
変更しないこととしている。
この指定を受けるには、当
該食品添加物の添加が、酒
類の品質保全上問題がな
いこと及びその成分が食品
衛生上問題のないこと、酒
類に添加後に品質の低下
するまたは香味が著しく変
化するなどの影響を与えな
いことの確認が必要とされ

ている。

d Ⅳ

長官指定告示物品の指定を受けよう
とする場合は課鑑16「『酒類の保存の
ため酒類に混和することができる物
品』の取扱いについて」（法令解釈通
達）によりその手順が定められてお
り、申立ての際に、その添加物の効
能及び成分分析の結果を記した試験
成績書の提出を義務付けている。こ
の指定を受けようとする物品が、食
品衛生法上、食品添加物として認め
られており、海外でも既に使用され、
その効能や安全性が、国際機関やこ
れに準ずる機関で証明されている場
合は、そのことが明らかな資料を添
付することで代替可能とする。

オースト
ラリア政
府

1 A ワインの成分要件

日本は、国際基準に則ってワインに
共通して使われる、食品衛生法や酒
税法でカバーされていない加工助剤
や添加物に関して時間や費用の掛か
る添加物名簿訂正手続に替わる方

法を検討すべきである。

ワインを製造するための添加物や
加工助剤の名簿訂正許可を得るに
は、日本では2段階の手続きがいる
という助言を受けている。第一段階
では、食品衛生法の基で厚生労働
省から認定を受けるために申請を
し、認定後に酒税法の認定を受け
るために更に国税庁に申請しなけ
ればならない。厚生労働省から、申
請届けをしてから、見直しがなされ
るまでに約10年かかるという助言を

受けている。

長年に渡り、オーストラリアのワイン産
業は日本市場のワイン成分要件の長
引く問題に遭遇している。世界的に共
通して使われている多くの添加物や加
工助剤は日本の食品衛生法や酒税法

では認められていない。
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様式２　全国規制改革及び民間開放要望書
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号

要望事
項管理
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プ化番
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容
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他
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項
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望
種
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要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

5071A 5071001 z11028 財務省、

コピー機、パソコン等の物
品については、行政政効率
化推進計画（平成17年6月
30日改定）に基づき、「購入
する場合や単年度賃貸借を
行う場合と比較して複数年
度のリース契約を行うことに
合理性が認められる場合に
は、国庫債務負担行為によ
る複数年契約により実施す
る。」こととしている。

d -

　複数年度を前提としたリース契約に
ついては、先般、政府として取りまと
めた「公益法人等との随意契約の適
正化について」（関係省庁連絡会議）
の中でも、初年度のみならず、次年
度以降も含めて評価した一般競争入
札等に移行することとされており、国
庫債務負担行為を活用した複数年度
契約への移行がさらに進められてい
くこととなる。なお、長期継続契約は、
契約期間の定めをすることが困難で
あるようなものについて、例外として
認められているものであるため、リー
ス契約のようにリース期間が特定で
きるようなものについてまで、国会の
議決を経ずに債務負担を行うことが
できるとすることは、国の債務負担に
ついて国会の議決を必要とするとし
ている国会議決主義に抵触しかねな

い。

社団法
人リース
事業協
会

1 A
国のリース契約の取
扱いについて

国とのリース契約を地方自治体と同
様に長期継続契約の対象とするこ
と。具体的には、会計法第29条の12
について、地方自治法第234条の3、
同法施行令第167条の17と同様の改

正を行うこと。

現在、国がOA機器や車両を導入する
に際しては、複数年度の使用が明白
であっても、手続上の煩雑さゆえに国
庫債務負担行為として扱われることは
極めて例外的（17年度中に9件予定）
であり、ほとんどの場合、複数年度の
利用を前提としたリース料による「単年
度リース契約」を更新している。この
「単年度リース契約」は、ほとんどの場
合にリース会社が投資元本の未回収
リスクを負っている。投資元本の未回
収リスクを負うか否かはリース会社の
判断であるが、国は複数年度のリース
と同等のメリットを享受しながら、リー
ス会社のリスク負担を強いている。一
方、財務省は、リース契約を長期継続
契約の対象とすることは出来ず、国庫
債務負担行為を活用すべきとの考え
を示しているが、前述のリース利用の
実態があることを踏まえ、法改正等の
制度的な解決を図る必要がある。

財政法第15
条、会計法
第29条の
12、予算決
算及び会計
令第102条
の2

5071A 5071003 z11029
法務省、
外務省、
財務省、

平成14年4月より売掛債権
担保融資保証制度を利用
する場合における譲渡禁止
特約の解除を実施。

b Ⅳ

債権譲渡禁止特約の解除の対象と
なる契約（リース契約等）及び譲渡対
象者（特定目的会社、特定債権等譲
受業者等）について、そのリスク等の
検討を引き続き行い、平成18年度中

の実施を目指している。

社団法
人リース
事業協
会

3 A

国・地方自治体向け
金銭債権の証券化に
関する債権譲渡禁止
特約の解除

各省庁及び地方自治体において、統
一的かつ早急に債権譲渡禁止特約
の解除の対象となる契約（リース契約
等）及び譲渡対象者の拡大（特定目

的会社等）を望む。

各省庁（未対応の省庁；財務省、外務
省、法務省）及び地方自治体ごとに対
応が異なり、引き続き、統一的かつ早

急な対応が求められる。

5071A 5071007 1 z11030

警察庁、
総務省、
財務省、
国土交
通省、

自動車
重量税
法第８
条、第10
条、第10
条の２

自動車保有関係手続のワ
ンストップサービスについて
は、平成17年12月から東京
都、神奈川県、愛知県及び
大阪府の４都道府県におい
て稼動開始され、更に平成
18年４月からは埼玉県、静
岡県の２県を加えた６都道
府県に拡大している。
これらの都道府県におい
て、ワンストップサービスを
利用して自動車保有関係手
続を行う場合の自動車重量
税は、他の税・手数料と併
せてインターネットバンキン
グ又はＡＴＭからの電子納
付により行われている。

d -

自動車保有関係手続（検査・登録、保管場
所証明、自動車関係諸税等の納付等）のワ
ンストップサービス化については、すべての
関係機関にまたがるワンストップサービス
の基本的な手続であり、平成17年12月より
ワンストップ化による申請者の利便性向上
の効果が大きい新車の新規登録（型式指定
車）を対象として、自動車保有関係手続の
ワンストップサービスを稼働させており、こ
れにより、各種税の納付手続の電子化や保
管場所証明手続の電子化等が可能となっ
ている。現在、東京、神奈川、埼玉、静岡、
愛知、大阪の６都府県を対象とし、来年１月
29日より岩手、群馬、茨城、兵庫の４県で
サービス地域を拡大する予定である。

当該システムは、大量に自動車を保有する
方にも配意したシステムとするため、入力項
目を集約した申請画面や税・手数料のまと
め払いの機能、代行申請の機能を持たせて
おり、今後は、申請自体もまとめて行うため
の機能についても国土交通省を中心として

検討を行うこととしている。

社団法
人リース
事業協
会

7 A

自動車の生産・販売・
流通に伴って必要と
なる諸行政手続の電
子化等について

自動車の生産・販売・流通に伴って必
要となる諸行政手続（検査・登録～
国、車庫証明・納税～地方、自賠責
保険確認～国）等の電子化は、新車
の新規登録については平成17年12
月から稼動とされ、その他の手続き
は平成20年を目途に段階的に進める
とされているが、電子化に際しては、
大量に自動車を所有する者の手続き

等を充分に考慮すること。

 電子化により、申請項目の共通
化・統一化と申請に必要な添付書
類の削減化ができれば、自動車関
連業界の生産・販売・流通に係わ
る申請及び手続代行コストは大幅
に軽減され、その軽減分を直接部
門へ投入することで新たな自動車
リース市場の開拓が促進され、経

済活性化に資する。

大量に自動車を所有する者が自動車
関係諸手続きを行う場合、現状では膨
大な手間がかかるが、電子化により、
一括して行うことができれば、大きなメ
リットがある。特に、リース会社の税の
申告・納付事務等は膨大であり、これ
らの事務作業の効率化、円滑化の観
点から、電子化を図る必要があると考
えられる。また、提供される自動車登
録情報の有効活用を図るためには、
当該情報の利用者にとって利便性の
高い方法で情報が提供される必要が

ある。

道路運送車
両法、自動
車登録令、
自動車の保
管場所の確
保等に関す
る法律、自
動車重量税
法、自動車
損害賠償保
障法、地方
税法、地方
自治体条例

等
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様式２　全国規制改革及び民間開放要望書
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5079A 5079013 z11031

内閣官
房、警察
庁、総務
省、法務
省、文部
科学省、
厚生労
働省、財
務省

国税通
則法第
123条

在留資格の変更又は在留
期間の更新等の申請に必
要な書類として、国税の納
税証明書が利用されてい

る。

d -

国税の滞納の有無等に関する情報
の収集方法としては、既存の納税証
明書制度を活用し、外国人本人から
納税証明書の提出を求めた上で、関
係機関がこれに基づきデータベース
に蓄積するといった方法により対応

可能である。

外国人
集住都
市会議
座長　四
日市市
長　井上
哲夫

13 A

在留資格の変更、在
留期間の更新および
永住者の在留資格へ
の変更の際の在留管
理の適正化

在留資格 変更又 在留期間 更
新並びに「永住者」の在留資格への
変更に当たっては、①外国人が就労
している場合、雇用・労働条件に法令
違反がなく、社会保険に加入している
こと、②国税及び地方税の滞納がな
いこと、③学齢期の子どもがある場
合その子どもが就学していること、④
在留資格によっては日本語能力の程
度、などを審査に当たっての積極要
素とし、それらの実施状況を正確に
把握できる体制を整える。

　これらの実施が不十分又は法令違
反がある場合、在留資格の変更又は
在留期間の更新並びに「永住者」へ
の在留資格への変更を留保し、市区
町村や関係機関と連携して、その是

正を図る。
　子どもの就学や日本語能力の程度
を審査項目に加える場合、すでに日
本に在留している外国人に、子ども
の就学の機会や、本人の日本語学習
機会を十分に提供するために、国の
責任において必要な環境を早急に整

備する。

日本に在留する外国人の権利を保障し、同
時に義務の履行を図ることは、多文化共生社
会を形成するために欠かすことのできない条

件である。
　しかし、国内に合法的に在留していながら、
社会保険加入、国税及び地方税の納入など
の義務を十分に果たしていない場合がある。
学齢期の子どもの就学を保障することは、保
護者や受入れ国にとって義務的なものであ
り、これも十分に果たされていない。また、
「永住者」の在留資格を取得した外国人が、
社会保険に加入していない場合も少なくない
うえ、地方税の滞納についてもチェックされて

いない。
さらに、日本語が不十分な場合、日本の各地
域社会において、住民と共に幸せに暮らすこ
とが困難になっており、在留資格によっては、
日本語能力を証明することも必要であると考

えられる。
　現在、内閣官房「外国人労働者問題関係省
庁連絡会議」で検討されているが、在留資格
の変更・更新及び「永住者」の在留資格への
変更にあたって、法務省出入国管理局と市区
町村及び関係行政機関は、地方公共団体に
おけるデータベースの構築などを通じて効果
的かつ効率的に連携することが必要である。

出入国管理
及び難民認
定法第20
条、21条及
び22条、永
住許可に関
するガイドラ
イン（法務省
入国管理局
平成18年3
月31日）、地
方自治法第
10条第２項

【規制の現状】在留資格の
変更又は在留期間の更新
を受けようとする外国人
は、法務大臣にこれを申
請することができ、法務大
臣は、当該外国人の提出
した文書に基づいて、在留
資格の変更を適当と認め
るに足りる相当の理由が
あるときに限り、これを許
可することができる。また、
在留する外国人が、「永住
者」の在留資格への変更
（特別永住者を除く）を希
望する場合、法務大臣は、
①素行が善良であること
及び②独立の生計を営む
に足りる資産又は技能を
有すること並びにその者の
永住が日本国の利益に合
すると認めたときに限り、
これを許可することができ
る。なお、①素行が善良で
あることを証明するため
に、国税の納付証明書の
提出が義務付けられてい

る。
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